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会 議 録 

会議の名称 令和４年度第１回つくば市文化芸術審議会 

開催日時 令和４年（2022 年）５月 23 日 開会 14:30 閉会 16:30 

開催場所 つくば市役所２階会議室 203 

事務局（担当課） 市民部文化芸術課 

 

出 

席 

者 

 

委員 

（計９名） 

神谷大蔵、鈴木富士雄、野中勝利、小澤慶介、田中秀夫、 

宇津野茂樹、根津陽子、矢島祐介、山中周子 

その他（計１名） 牟田都市計画部公有地利活用推進課係長 

事務局 

（計６名） 

大久保市民部長、稲葉市民部次長、矢口文化芸術課長、 

矢口同課長補佐、佐藤同係長、加藤同主任、吉野同主任 

公開・非公開の別  ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 ０人 

非公開の場合はその理由  

議題 諮問第１号「つくば市文化芸術推進基本計画（第２期）」の策定について 

諮問第２号文化芸術創造拠点基本計画」の策定について 

確定年月日 年    月    日 

 

会

議

次

第 

 

１ 開会  

２ 議事 

報告事項 

「文化芸術創造拠点の形成について」への答申書・意見書 

審議事項 

諮問第１号「つくば市文化芸術推進基本計画（第２期）」の策定について 

諮問第２号「文化芸術創造拠点基本計画」の策定について 

３ その他 

４ 閉会 
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 ＜審議内容＞ 

 

１ 開会 

＜矢口文化芸術課長より開会を宣言＞ 

 

２ 議事 

事務局 ： 本日の審議会につきましては、令和４年度の第１回目で

す。事務局側も４月の人事異動により、一部担当の交代がご

ざいましたので、改めて事務局職員の紹介をさせていただき

たいと思います。 

＜矢口文化芸術課長より事務局職員について紹介・挨拶＞ 

野中会長  それでは、本日は小久保委員、田中佐代子委員が欠席です

が、委員の過半数が出席していますので、会議は成立となり

ます。本日は報告事項と審議事項がそれぞれございます。報

告事項は文化芸術創造拠点の形成についての答申書・意見

書、審議事項につきましては、「諮問第１号つくば市文化芸

術推進基本計画第２期の作成について」及び「諮問第２号文

化芸術創造拠点基本計画の策定について」でございます。そ

れぞれの案件につきまして事務局から説明を受けてから、委

員の皆様の方針を伺うということで進めさせていただきた

いと思います。それでは早速、事務局から説明をお願いしま

す。 

報告事項 「文化芸術創造拠点の形成について」への答申書・意見書 

審議事項 諮問第１号「つくば市文化芸術推進基本計画（第２期）」の策定について  

諮問第２号「文化芸術創造拠点基本計画」の策定について 

＜佐藤文化芸術課係長より資料№１、２、３、４について説明＞ 
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野中会長 ： 御説明にありましたように、今年度以降、具体的な内容に

ついて、委員の方々から御意見を伺います。今年度は、大き

く２つの内容を並行して進めるということで、審議会の中で

も切り分けて、御意見いただくという場面も多々あるかと思

いますので、御協力ください。 

それでは、２件ありますので、１件ずつ、御意見いただき

たいと思います。 

まず、第１号にあります「つくば市文化芸術推進基本計画」

について、現在の計画は５か年計画で、第１期の計画期間は

今年度までです。そこで、今年度から実績評価などを行い、

来年度中に第２期を策定しますが、第２期の計画期間は、来

年度から５か年と言いながら、実は来年度も検討から開始だ

ということで、その１年が重複しているのは少し気になった

のですが、現行の第１期もそのような状況だったということ

も伺っています。 

いずれにしても、第１期の検証作業が必要ということで、

今年度、それについて確認をするということから始めます。

全体としてはそういうことが前提にあるのですが、この件に

つきまして、御意見をいただけますでしょうか。 

宇津野委員 ： 第２期というのは、第 1 期を踏襲した形で、何かのアンケ

ート等をとって、それを基本に作り変えるのか、もしくは全

く新しいものに作り変えるのか、どちらでしょうか。 

事務局 ： 構成について、委員の方々からの御意見によって、再編成

はあるかと思いますが、基本的には既定のものを更新する方

向で現計画の検証などを行い、次の実効性ある計画にしてい

きたいと思っています。 
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矢島委員 ： 大きな施策を決める前には、やはり現行の計画についてど

の程度達成できたのかの検証がないとその次を話し合えな

い気がするので、検証に力を注ぐことが大事ではないかと思

います。 

野中会長  貴重な御意見だと思います。スケジュールを見ると、第２

回の会議中で現計画の進捗状況と評価という項目がござい

ますので、検証はこの第２回審議会、８月に想定されるとい

うことだと思います。 

矢島委員 ： ただ、この５年の間に大分状況が変わり、そこも踏まえた

形でとなると、なかなか現状把握が難しくなると思いまし

た。実際に進捗が進まないということでも、その施策が進行

してなかったと単純に評価することではなくて、コロナや他

の外部環境もあるかもしれないので、そのあたりも踏まえて

検証し、次につなげていく必要があると思います。５年前は

全然そういうことは想定されていないでしょうし、これから

先もどこまで続くのかという中で、こうすればできるという

条件つきのものもあるかもしれません。 

野中会長 ： 今後、そういったことも検討する必要があるのだと私も思

います。 

他はいかがでしょうか。これからどうするかは現状を踏ま

えて、どういった方向で進めていくのかということで、市民

の方々の御意見等はこのアンケート調査の中でいただくと

いうこともあると思いますし、その調査票についても、３回

目の会議の時に調査項目に関する審議が予定されています。

根津委員 ： そうしますと、事務局に伺いたいのですが、８月の第２回

会議までに、事務局として評価する現計画の状況と評価につ
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いて、このように評価しているというものが出てきて、それ

に対して審議をする形になるのでしょうか。 

事務局 ： そうですね。それまでに事務局で今の計画の状況評価など

もしますので、それに対して御意見をいただきます。 

野中会長 ： 今年度と来年度、どうして２年も必要になるのかと思うの

ですが、会議の合間の作業内容からするとどうしてもこのよ

うになるということのようです。では、この件はまた次の会

議以降、中身について具体的に触れながら、慎重に進めると

いうことで御理解をいただければと思います。 

それまでに現行のお手元の方にある推進基本計画につい

て、改めてお読みいただき、どのように、或いは何を決めて

いくのか、整理をしていただければと思っております。 

次に、諮問第２号の方にあたる文化芸術創造拠点基本計画

の話ですが、これは具体的に旧田水山小学校を活用した拠点

の基本計画策定に向けたスケジュールということで、これに

ついては少なくとも今年度末までに、整備計画、管理運営計

画まで取りまとめるということでございます。 

田中秀夫委員 ： 資料４に今年度の審議内容が書かれていますが、これまで

も計画地の景観の問題を私は質問していまして、その問題は

８月に検討されるのでしょうか。 

また、地権者や周辺の方々の御意向についても、改めてこ

の場で提示いただくことは可能でしょうか。 

事務局 ： 次回の会議の際に景観について審議いただく予定です。ま

た、地域の方の御意向については、鈴木委員にも御協力いた

だきまして、お話できるような形になるかと思いますので、

そのあたりも確認しながら進めていきたいと思います。 
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野中会長 ： 他はいかがでしょうか。創造拠点の基本計画は、中身に入

らないと話しにくいというのは承知しているところですが。

山中委員 ： これからコンサルティング会社が入るということですが、

どこからどこまでを委託するかというのをもう少し具体的

に教えていただけると、イメージがしやすいのですが。 

事務局 ： 資料にあるように、第１章から第６章までを予定しており

ますが、すべてが対象です。ただし、内容に関してすべてを

コンサルティング会社が考えるということではありません。

この審議会の中で議論いただくための資料を作ってもらっ

たり、市や審議会の考えを基本として、それを基に資料をま

とめてもらったりということを想定しています。そして、そ

れらを審議会の皆様に見ていただいて、不足であったり、書

き過ぎであったり、色々御意見が出てくると思うので、そう

いったところを御議論いただいて、内容を取りまとめます。

基本的に、基本計画の策定支援ですので、市や審議会で考

えていく中で報告書に取りまとめるとか、資料の見た目を良

くするとか、そういったところをコンサルティング会社にお

手伝いいただくイメージです。 

野中会長 ： また、案を提示していただいていろいろ御意見をいただく

ということもあるかもしれません。その後、過程で市の御意

見もあるかもしれませんが、それも含めて、見栄えの良い整

理の仕方などの部分をお任せするということになります。 

具体的な業務で言えば、その敷地建築物の分析というのが

ありますから、そういった形で現状の敷地や建物についても

確認し、計画化するという検証を専門的な立場から行ってい
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ただいて、そういった部分も合わせて整理されてくるのかな

というふうに思っています。この件、他にいかがでしょうか。

矢島委員 ： サウンディング型市場調査が７月から８月にあるとのこ

とですが、どういう条件で出すつもりなのか教えていただけ

ますか。 

野中会長 ： サウンディング型市場調査というのを聞き慣れない方も

いらっしゃると思いますので、具体的な内容について、事務

局から説明をいただけますでしょうか。 

事務局 ： サウンディング型市場調査とは、民間事業者と行政の直接

の対話を行うことにより、民間事業者の意見や新たな事業提

案の把握等を行い、対象事業の検討を進展させるための情報

収集を行う調査です。 

公的不動産の利活用や公共事業への民間活力の導入等の

事業を実施する際に、構想段階の比較的初期の段階から事業

発案段階や事業化検討段階において、民間活力を積極的に活

用することを目的として実施します。 

具体的な進め方としては、はじめに調査の目的、サウンデ

ィングにより期待される効果、当該地の情報、サウンディン

グの内容などを記載した募集要項を公表し、調査に参加する

事業者を募集します。参加する事業者の中には、一般企業か

ら NPO 法人などの任意団体も含まれます。 

次に、興味を持った事業者と現地見学会等を実施し、具体

的な利活用を提案書として提出いただきます。そして、提出

された提案書をもとに、対話、つまりサウンディングを行い、

その中で出た意見を、行政が将来的に活用する方法の参考と

します。 
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提案の内容としては、アイディアのみの提案から、民間企

業や団体が実際にその施設を活用し管理・運営を行う提案を

期待しています。 

矢島委員 ： どういうかたちで、企業に紹介するのかを、もう少し知

りたいのですが。 

事務局 ： 募集要項などということでしょうか。 

矢島委員 ： この審議会では、何回か話をしているので共通認識がある

と思いますが、その共通認識を調査の募集要項から持てるの

だろうかというのが気になります。先ほどの答申書と意見書

は提示するのでしょうか。 

事務局 ： 募集要項の中に答申書、意見書に即して、こういったもの

を目指す旨は入れる予定です。 

野中会長 ： その中で場合によっては事業者側で企業とかNPOとかそう

いった組織の方から、自分たちだったらこういうこともでき

るとか、参加しやすいとかできるとかっていう御意見もある

かもしれませんし、その枠内であれば、ちょっとうちは無理

だなとかそういう部分もあるかもしれませんし、その辺はざ

っくばらんに対話の中で、ニーズをこう聞いていくというよ

うなことかなと思っていますが、よろしいですか。 

事務局 ： そうですね。きっちり内容を固めて話を聞こうというより

も、文化芸術創造拠点について今まで皆さんにも御議論いた

だいてきたことを踏まえ、この場所でこんなことができたら

面白いなと私たちは考えていますが、民間の方だったらどん

なアイディアがあるでしょうかと伺い、こんなアイディアが

あります、我々はこういう形であればちゃんと管理運営まで
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できますなど、色々な話を聞くのがサウンディング型市場調

査です。 

ですので、もし委員の皆様の中で、ここに聞いてみるとい

いという企業や団体があれば教えていただきたいです。 

野中会長 ： この調査については市が主体的にされるということのよ

うですので、ぜひ委員の方々のネットワーク等で、もしかし

たらこういう組織や団体、事業者が興味を示してくれるので

はないかなどの御提案を積極的にいただければ、そういうと

ころにもあたってみていただくということができるようで

す。それなりの数はきく用意はありますよね。 

事務局 ： そのように考えております。事務局だけでは、どういった

ところに声をかけるか難しいところがあるので、今は思いつ

かなくても後で思いついたときに御連絡いただければ非常

にありがたいです。サウンディング実施のお知らせをする場

所も、どういうところに出すとよいかよくわかっていないた

め、文化芸術の情報誌など、色々と教えていただきたいです。

もし団体名がわからなければ、こういう場所でこういうこ

とをやっているところがあると教えていただければ、こちら

で調べてどういった団体がやっているなどは確認します。 

田中秀夫委員  以前、小澤委員が先進事例を話していたと記憶していま

す。専門性がある人材は限られているので、そういうネット

ワークを持つ人からあたるしかないと思います。 

小澤委員 ： このままでサウンディングすると、訳がわからないことに

なると思います。事務局がはっきりしたイメージが持ててい

ないから質問も抽象的なままで終わる可能性が高く、そうす

ると抽象的な答えしか返ってこない。事務局で具体的なイメ
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ージが出せないならそこに専門家を入れた方がいいです。そ

れで、参考になるものは日本全国各地いろいろあるので、そ

こをきちんとリサーチして、それを経た上でサウンディング

を行ったほうがよいと思います。 

野中会長  ７月、８月にサウンディングを行うということで進めてい

て、その結果をもとにこの第２回がありますが、そのあとは

どうでしょうか。例えば、次の会議である程度大枠の基本方

針ぐらいまでは、たたき台となる資料が出されることもある

のでしょうか。今のお話だと、そのたたき台を受けてまたサ

ウンディングを続けるというのもよいのではと思いますが。

事務局 ： サウンディングは１回で終わりというわけではないので、

最終的にはやはりそこに参画してくれるところが見つかれ

ばうれしいです。基本計画を作っていく中で、その中に民間

ノウハウをどれだけ入れられるかも考えながら、複数回も話

し合えるような関わり合いができる相手方を探していきた

いと考えています。 

野中会長 ： 審議会での議論の深まりに応じて少し条件整理をしなが

らサウンディングをしていくというようなことなのかもし

れません。他に、具体的にこういうところに聞いてみるとよ

いのではないかという提案はありますか。 

矢島委員 ： 美術・芸術系の大学に声をかけてみるのはどうでしょう

か。大学はネットワークを持っているはずなので話題にもな

ると思います。あと、廃校を活用して文化芸術の拠点を作っ

ているところは、全部聞いてみたほうがいいと思います。 

あとは、ベンチャー企業が集まっているところです。ベン

チャー系は場所を探している人たちがいっぱいいると思う
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ので、そういうところに、石を投げてみるのも面白いのでは

ないでしょうか。そういった方が複数いると相乗効果で何か

生まれて、それを実践する中で利用する市民の方々がいると

いう循環が生まれればよいと思います。直接やってくれる事

業者と結びつくというよりは、間接的なとばし方もやってみ

た方が、色々なアイディアとか、事業化に繋がるアイディア

を持っている人と出会うきっかけが増えるのではないでし

ょうか。 

田中秀夫委員 ： やっぱりつくば市独自の文化活動をするということが目

的ですから、あくまでも文化活動が科学と自然と融合したよ

うな形でどういうふうに発展するかという話だと思ってい

ます。つくばが持っている良さをいかにまとめて、その拠点

で働いてもらうような人を集めるのには誰でもいいという

わけにはいかないです。 

野中会長 ： おっしゃるとおり、基本を忘れてはいけないと思います。

その場合、例えば田中秀夫委員の中で、こういった組織なら

可能性があるんじゃないかという具体的なイメージがあれ

ば、お知らせいただければと思うのですが。 

田中秀夫委員 ： 特にいないけれども、文化協会でもたくさん人がいるか

ら、そういう相談の窓口にはなれると思います。 

そういうことで、文化協会にもできれば利用させていただ

きたい。せっかく参加しているので、そういう思いがないわ

けじゃないです。 

野中会長 ： 協会の方で、こういう内容であれば、協力できるとか、参

画できるということをそのサウンディングの中で、お知らせ

いただければと思いますが。 
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田中秀夫委員 ： 文化活動している者は皆、活動の場が欲しいとは思いま

す。ただ、今言われているようにつくば独自の文化芸術を作

りたいと考えていて、以前は科学という言葉と自然という言

葉を挙げていたと思います。そういう形でやるのであれば、

やはりひとつの大きな方向をみんなで向かないといけない。

文化協会にもそういったことに関心がある者も何人かいま

す。 

野中会長 ： 全体をうまくコーディネートできますというところが出

てくることはなかなか期待しづらいという前提のもとに、こ

の部分であればということを少しずつ積み上げて、どこかで

横につなげられるような人にあたればいいかなというのが

私自身のイメージです。もちろんすぐ手を挙げていただい

て、ぜひ参加したい、主体的にやりたいという組織があれば

ありがたいですが、そういう組織が出てくる可能性は低いと

思っています。 

今、矢島委員からも、直接ではないけれども、間接的にこ

ういうところが来ると、相乗効果が生まれるのではないかと

いう貴重な御意見いただきましたし、田中委員からもお話あ

りましたけれど、協会の中で、そういった専門で関心を示し

そうな方はいらっしゃるのであれば、お話を伺って、こうい

う条件であれば、或いはこういう条件が欲しいというような

ニーズがあればそれも承って、また別なところで探すという

こともあるかなと思います。ありがとうございます。 

広くとらえるということもあると思うのですが、廃校利活

用については色々な事例が実際にありますので、その活動、

廃校の利活用の中で、色々な取り組みのうちのひとつに文化
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芸術的なことをされているところをまずは県内からリサー

チし、ちょっと探りを入れてみるのはありかなと思います。

他はいかがでしょうか。 

神谷委員 ： つくばらしさを展開していくにあたって、現在行われてい

る事例があればイメージはわくのですが、そもそもどういう

形でつくばらしさを入れていくのか、入れていくその先のイ

メージが、ぴんとこないというところも実はあります。例え

ばスタートアップパーク、シェアオフィス、コワーキングス

ペースとかは、福岡や都内など、いろんなところに先進事例

があって、そういうところから色々良いところを取り入れな

がら、つくばでも展開してきたということが実際あります。

そのため、そういった先進事例のようなイメージがわくもの

を見るか、もしくはそういうお話を伺うなど、そういったと

ころから、廃校の利活用においてつくばらしさを取り入れて

いく具体的なヒントが欲しいです。 

山中委員 ： このコロナ禍で、芸術の学生たちはアトリエがしまってし

まうから、家にこもるしかなかったと言っていました。表現

するには、学校のアトリエしかないのにそれもしまってしま

ったので、本当につらかったという話を聞いたことを今思い

出して、学生に開くような、誰でもフリーに使えるような場

所を民間で作るのはなかなか難しいと思います。そのため、

ここなら使えますというような場所を市が運営するのは可

能なのかなと思いました。芸術をやっている人たちは道具や

作品など、とにかく６畳のアパートには収まらないくらい持

ち物がたくさんあります。そういったものを保管できるよう

に、アトリエや倉庫としても貸して、芸術に関わる人たちが
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出入りする場所という意味では、そういった側面もあってい

いのではないでしょうか。必要となるものはファインアート

と映像や写真でも違いますし、メディアアーティストなども

含めるとまた異なってくるので、そういうふうに機材を共有

できる場所だったり、場所を共有してスペースだったり道具

を共有できるようなところがひとつあるというのも、理想と

いうか、現実的な問題として必要としている人は結構いるの

ではと思います。 

あと、中之条ビエンナーレという中之条町がやっている芸

術祭の事務局が伊参（いさま）というところの廃校なのです

けれども、芸術祭の期間外は本当に物置になっていて、アー

ティストたちがその教室をそれぞれアトリエのように使っ

ています。 

ただ、「芸術とかアートってわからない」と言って、来な

い人もすごく多くいます。ですから、芸術家たちだけ集まっ

て、その人たちだけの場所になってしまうと、より一般の人

たちが来るにはハードルが高くなってしまい、あそこで何か

やっているという感じで終わってしまいます。たまたま私が

そこに伺ったときは、子ども連れのお母さんたちもいらっし

ゃったのですが、ここにカフェがあればとおっしゃっていま

した。そこは元々学校なので、子どもを連れて遊びに来るけ

れど、そのあとすぐ帰ってしまうので、例えばそこでコーヒ

ーが飲めるとか、ちょっとしたものがあるともっとみんな来

てくれるかもというようなことを言っていました。そういっ

たお話があったので、つくばでも、芸術と相性の良さそうな

事業をやっている企業などとお話が広げられていくといい
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のではないかなと思います。芸術だけだと、やっぱりあそこ

に何ができた、アーティストたちがいるらしい、ということ

だけで終わりそうな気がしています。市民に開くという意味

で、芸術と合わせたら楽しいであろうものが加わってくる

と、より面白くなってくるのではないでしょうか。 

野中会長 ： そのビエンナーレは屋内ではなく外ですか。 

山中委員 ： 屋内だけでなく、外や廃校を利用して、色々な場所でイン

スタレーションみたいなことをされています。街で使って広

域に 10 年以上やっていると思います。 

野中会長 ： この辺だと私で知っているのは雨引で開催されているの

はありますけど、つくば市内でもそういったイベントはあり

ますか。 

山中委員 ： この間、つくばでも開催したのですが、その実行委員の１

人として参加しました。アートサイクルプロジェクトという

もので、つくばセンターの方と筑波山の方というように、街

と山でそれぞれ実施しました。 

野中会長 ： そうだったのですね。どうでしょう。旧田水山小学校で事

務局をするのは。 

山中委員 ： 誰かをひとまず入れることが一番大事だと思います。私自

身はそういう先行事例として活動するのも構わないので、も

し可能だったら、１か月ぐらい構えるというかそこで仕事を

して、何かこれがあったらいい、あれがあったらいいなどと

確認しながら、例えば学生にも入ってもらって、制作をして

いる中で何があったらいいかを聞くというのは、結構大事な

のかなと思います。実際に入ってみて実験する方が具体的で
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本当に必要なものが見えてくる気がします。それはここで話

していても、見えないことじゃないかなと感じています。 

野中会長 ： そうですね。大学についても、最近はだんだん対面の授業

になっていて、大学の中で作業ができるようになってはいる

のですが、ただ、それにそぐわないとか授業が全く関係ない

自分自身の制作の場というときにこういったニーズがある

かもしれませんね。 

先ほどの矢島委員のお話の時にはあまり触れなかったの

ですが、本学で制作を中心にされている先生方に、どういう

場所であればどういうことができそうかみたいなことをお

聞きすることはできるかと思ってはいます。ただ、音の環境

が懸念ですね。 

小澤委員 ： 山中さんのお話の繰り返しになりますが、拠点基本計画の

策定内容に関する項目を見ていくと、すべて枠組みや側
がわ

（ハ

ード面）のことなので、使い手（ソフト面）へのヒアリング

も始めた方がいいと思います。あとは、文化芸術とすると幅

広いので、そのどこをつくば市としては目指していくのか、

陶芸なのか、それとも食とアートなのか、農業も関わるのか

とか、それこそ科学技術とかそういうところも踏まえていく

のかとか、そういう具体的なことをイメージしながら、芸術

家にも聞いていった方が、具体的になっていいのではないで

しょうか。 

田中秀夫委員 ： 専門的人材の育成と配置っていうことで、どういう人材が

必要かを書かれていますが、問題は、つくば市でなぜそれを

やるのかというそういう基本的な考え方を持っている人が
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大事です。例えば筑波大学には、そういった人材はいないで

しょうか。 

また、やはりこれらは専門的な能力なので、その人に給料

払えるのか。そういう用意があるのか。そういう人材もすき

でやっているっていうわけにはいかないから、生活しなきゃ

ならないので、専門の人材が実際には必要になってくるし、

そこに給料を払えるということは大事なことだと思います。

野中会長 ： 昨年度もそういった議論をさせていただいた記憶があり

ますけれども、そういった人材を確保する難しさというの

は、委員の方々にもある程度共有されていると思いますし、

事務局としてもそういった話の中でこのサウンディングと

いうのが出てきたということだと思います。次回までにもし

そういった人材が、幅広くサウンディングを行う中で見つけ

出せれば一番スムーズなのかなと思います。繰り返しになり

ますけれども、難しいのは確かなので、どの程度までリアリ

ティを持って、それができるのかというのは念頭にいれなが

ら検討していくことになると思います。 

また、この御意見の中でそういった制作の場が欲しい人は

多くいるということでしたが、具体的にどの程度いるのかと

いうこともサウンディングの中で確認をして、旧田水山小学

校の立地条件や大きさ、設備などの条件の中で、じゃあ具体

的に、あそこで制作していただけるのか確認をできればいい

のかなというふうに思います。貴重な御意見をいただきまし

てありがとうございます。 

その前の小澤委員からもお話ありましたけども、具体的な

イメージとか、例えば、つくばらしさについて具体的に食と
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アートとかそういうテーマに絞っていって聞くというのも

ありますし、逆にそれがじゃあどういうのだったらいいの

か、鶏と卵の関係と同じで難しいと思いますので、まずはサ

ウンディングをして、そのあとテーマを絞っていくのはどう

だろうかと思います。そういう形で何段階かに分けて、サウ

ンディングすることも必要なのかなという気はしてはいま

すけど、いかがでしょうか。 

小澤委員 ： やっぱり具体的な意見をもらえないと、こちらとしては、

アドバイスできないです。この人に聞けばいいとか、こうい

う会社があるとか、現段階での提案は難しいです。 

野中会長 ： サウンディングが７月あたりからということであれば、事

務局の方で少しテーマを整理していただいて、また委員の方

に投げかけていただいて、このテーマであればこういう人が

いるという形で、委員の方が知り合いやネットワーク或いは

具体的には何してもこういうところはどうかっていうよう

に提示をしていただくということでもよろしいですか。 

矢島委員 ： 確認したいのですが、つくばらしさってこれまで定義され

ていましたか。 

野中会長 ： 答申書・意見書の内容からは、場所としてつくばでなけれ

ばできないというのはなかなか見いだしにくいと思います。

矢島委員 ： つくばらしさについて共通してイメージできるものがあ

ればその具体的な施設として、こういうものって言えると思

います。ただ、そのつくばらしいものが、それぞれ違うよう

に感じていて、そこがもやもやの原因のような気がします。

そのため、そのつくばらしさというものをどの段階で作る

のか、この審議会で話し合って決めていくのか、それとも、
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この文化芸術創造拠点を作って運営していく中で徐々に作

り上げていくものなのか、これがすごく大事なことではない

でしょうか。私自身は後者の方がいいのではないかと思って

います。 

小澤委員 ： 私もそう思います。 

矢島委員 ： 文化芸術創造拠点はつくばらしさを作っていく場所とい

うふうにしていった方がいいのではないでしょうか。つくば

らしさをその施設で体現するというよりも、運営する中でつ

くばらしさを作っていくように考えを変えた方がイメージ

しやすいですし、その方が現実的な気もします。 

野中会長 ： おっしゃるとおり、あまり最初から絞り込んでいくと、可

能性を排除してしまうこともなきにしもあらずで、そういっ

て積み上げていって、だんだんこれがつくばらしさだねと生

み出されてくることを期待することもあるかもしれません。

筑波大学の芸術分野については、実は民間企業から提供し

てもらっている場所がつくば市街にもあるのですが、なかな

かやっぱり稼働率が高いとは必ずしも言えません。そのた

め、地理的なデメリットを超える何か特別な条件がないと学

生の利用は難しいと思っている。その辺りの条件について

は、学生や先生に聞いてみてもいいかなと思います。 

根津委員 ： 以前、現審議会のメンバーになる前に、文化芸術課の職員

で一度どこか現地見学などの事例調査をされたと記憶して

います。そこで、その先進事例について伺いたいのですが、

駅から歩いて 15 分とかではなくて、公共交通機関に乏しい

場所で、どう工夫したかわかるものがあれば教えていただけ

ますか。何か参考になるのではないかと思います。 
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事務局 ： その時は４か所程度、職員で事例研究を行ったのですが、

街中が多く、公共機関が乏しいところはありませんでした。

山中委員 ： 旧田水山小学校までのシャトルバスとか、この文化拠点に

するにあたってのそういったインフラ計画はどうでしょう

か。 

事務局 ： 現状、施設まで行く交通機関はないのですが、関係課と調

整して、コミュニティバスのバス停を設置することなども検

討していきます。 

宇津野委員 ： プラットフォームという今までなかったところをつくば

に作るということで、専門的な人材の確保については、審議

会の委員の皆さんとキャッチアップして、ある程度そうい

う、現場監督的な専門的な人を登用するっていうのが一つの

ポイントじゃないかと思います。 

全部の意見を吸い上げてやるのはいいですが、結果的には

絵に描いた餅みたいになってしまうので、ある程度専門の人

が仕切って、話し合って、小さいものから作っていって、そ

れがだんだん発展していくというのが、つくばらしいのでは

ないでしょうか。 

鈴木委員 ： 創造拠点の計画の中に、今までのつくば市の文化芸術をす

べて含めるのでしょうか。例えば、先生方がやられているよ

うなアートとか、まつりつくばのような行事・催し物も全て

この計画の中に含まれるのでしょうか。 

事務局 ： すべてのアートや事業を創造拠点の計画に含めるという

ことではありません。諮問第１号の文化芸術推進基本計画の

中で、つくば市の全体的な文化芸術の目指すところを整理し
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ますが、その施策のひとつとして文化芸術創造拠点がありま

す。 

創造拠点の計画は、計画地の現況や、施設そのものの運営

に関わる内容などが含まれますが、鈴木委員のおっしゃる要

素も計画に入れられるのであれば含めても良いと思います。

ただし、つくば市全体的に関わる内容は、創造拠点の計画

ではなく、文化芸術推進基本計画の方に含めた方が良いと思

います。 

鈴木委員 ： 行事や催しもつくばらしさに繋がると思います。まつりつ

くばのようにつくば独自の行事もたくさんあると思います。

つくば市内でもいろんな行事などがありますから、そうい

うのも参考につくばらしさを決めていったらいいと思いま

す。 

また、旧田水山小学校で、陶芸教室をやるとか、絵の書き

方を教えるとか、作品を飾るとか、その他行事をやることが

目的になってくるのか。目的が決まれば、その中でコーディ

ネートするにはこういう人たちが必要という議論に進んで

いくと思います。 

野中会長 ： そういった御意見を念頭に入れながら、検討していければ

いいと思いますので、御協力よろしくお願いいたします。 

御意見いただいたことを踏まえてサウンディング調査の

準備をしていただくと同時に、必要に応じて委員にも投げか

けていただいて、アイディアや知恵をいただければと思いま

す。一方で、公共交通の不便なところで何か事例があれば御

提示いただくなりして、当議論を深めていければいいと思い

ます。 
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８月の第２回会議には、事務局の方からもう少し具体的な

内容が提示され、議論することになるのかと思います。議論

を進めていく中で、だんだんつくばらしさというのが生まれ

てくるというのもひとつの方向性だというお話がありまし

た。そのようなことを審議会で決めるのが望ましいのかどう

かというのも、議論していければと思います。 

 

３ その他 

＜矢口文化芸術課長補佐から第２回審議会の日程調整について＞ 

＜第２回審議会は令和４年（2022 年）８月４日 14 時 30 分からに決定＞ 

 

４ 閉会 

＜矢口文化芸術課長より閉会の宣言＞ 

 



 令和４年度 第１回つくば市文化芸術審議会 次第 
 

日 時  令和４年（2022 年）５月 23 日（月） 

午後２時 30 分から  

場 所  つくば市役所２階 会議室 203 

 

１ 開会  

 

２ 議事  

報告事項  

 諮問「文化芸術創造拠点の形成について」への答申書・意見書  

審議事項  

諮問第１号 「つくば市文化芸術推進基本計画（第２期）」の策定について 

諮問第２号 「文化芸術創造拠点基本計画」の策定について  
 

３ その他  

 

４ 閉会  

 

配布資料  

資料№１  文化芸術創造拠点の形成について 答申書・意見書 

諮問書（写） 

付議文   諮問第１号 「つくば市文化芸術基本計画（第２期）」の策定について 

資料№２-１ つくば市文化芸術推進基本計画（第２期）について 

資料№２-２ つくば市文化芸術基本計画策定スケジュール 

付議文   諮問第２号 「文化芸術創造拠点基本計画」の策定について 

資料№３-１ 文化芸術創造拠点基本計画について 

資料№３-２ 文化芸術創造拠点基本計画策定スケジュール 

資料№４  つくば市文化芸術審議会 各回審議内容について  



 

 資料№１  

３ つ く ば 文 芸 審 第 ８ 号  

令和４年（2022 年）３月 22 日  

 

つくば市長 五十嵐 立青 様 

 

つくば市文化芸術審議会  

会 長  野 中  勝 利  

 

答申書 

 

 令和３年（2021 年）９月 29 日付、３つくば文芸第 183 号の諮問に応じ、文化芸

術創造拠点の形成に関し慎重に審議した結果、下記のとおり実施されるよう答申す

る。 

なお、本審議会からの意見や要望を別添の「意見書」に取りまとめたので、その

内容について留意するよう併せて要望する。 

 

 

記 

 

１ 文化芸術創造拠点の計画地は、旧田水山小学校とする。 

２ 文化芸術創造拠点の整備に向け、文化芸術創造拠点基本計画の策定に着手する。 
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 平成 29 年６月に国の文化芸術基本法が改正され、平成 30 年３月には文化庁によ

り文化芸術推進基本計画が閣議決定し、地方公共団体でも計画を策定していく努力

目標が定められた。それを受け、つくば市では、つくば市文化芸術推進基本計画

(以下、「基本計画」とする。)を平成 31 年３月に策定し、その計画において、基本

的方向５「文化芸術を実践するまち つくば」の基本施策９「プラットフォームの

形成」における主要施策として「文化芸術創造拠点の形成」が掲げられた（表

１）。 

そこで、文化芸術創造拠点の目指すべき方向性の具体化を図ることを目的とし、

令和３年９月に市長から「文化芸術創造拠点の形成」についての諮問を受け、つく

ば市文化芸術審議会を４回にわたり開催した。文化芸術審議会においては、文化芸

術創造拠点の計画地やその必要性をはじめとし、上位施策であるプラットフォーム

形成についても、慎重に調査し審議を行った。その審議の結論として、文化芸術創

造拠点が市民生活に与える影響などを十分に考慮した上で、次のとおり審議を集約

したので本意見書をもって要望する。 

 

１ 計画地について 

「文化芸術創造拠点の形成」は基本計画における基本施策「プラットフォーム

の形成」の主要施策の一つである（表１）。基本施策「プラットフォームの形成」

には、市の文化芸術が“より創造的でつくば独自の魅力あるものになるように推

進”していくことが求められている点を踏まえて、以下の理由から、文化芸術創

造拠点の計画地は、旧田水山小学校とする。 

 廃校の利活用 

“つくば独自の文化芸術”を生み出していくためには、「自分たちの土地らし

さ」に立ち返り、魅力や個性を再認識する必要がある。そのことから、計画地と

して市内の廃校を利活用することを提案する。校舎は、多くの人たちの歴史と

人々の思いが詰まった建物であり、「自分たちの土地らしさ」を体現する施設で
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もある。そのため、廃校を文化芸術創造拠点として利活用していくことは、市

民自身が愛着を持って育んでいく“つくば独自の魅力ある文化芸術”が生まれ

る場として理想的な場所であると考えられる。 

 自然と科学のまち つくばの魅力づくりについて 

つくば市は、市内全域に多数の研究機関があり、市内外にとって「科学のま

ち」のイメージがあることや、市のシンボルでもある筑波山をはじめとした自

然も多くある。実際に“自然”と“科学”については、令和３年度市民意識調

査においても「市の魅力として市外の人に自慢したいこと」として、「自慢した

い・どちらかというと自慢したい」という意見がそれぞれ８割以上となってい

る。そのことから、“つくば独自の文化芸術”の創造・推進のためには、既に魅

力として認知されている“自然”と“科学”は重要なものであり、それらをい

かし、文化芸術と結びつけていく必要がある。 

文化芸術創造拠点の計画地とする旧田水山小学校は、廃校になった筑波地区

の小中学校跡地（表２）の中でも筑波山と市内北部の研究所群のちょうど中間

地点にあり、最も市街地寄りであることから、“自然”と“科学”、“筑波山”と

“研究・教育群”の結び目として最適であると考えられる。 

 廃校の選定について 

つくば市には、平成 30 年４月の秀峰筑波義務教育学校の開校に伴い、学区が

統合され、廃校となった筑波地区の小中学校跡地が全 10 校ある（表２）。それ

ぞれの校舎について、民間やつくば市の庁内各部署の活用ニーズを下に、地域

住民との調整が行われてきており、５校の利活用が既に決まっている。 

第２回審議会において、活用計画がない５校のうち旧作岡小学校を除いた４

校を見学し、その中でも旧北条小学校と旧田水山小学校の評価が特に高かった。

旧北条小学校は公共交通アクセスの良さや商店街が近くにあるなどの立地が高

評価だったが、借地や用途区域、校舎・体育館ともに耐震改修工事が必要であ

るなどの課題があった。一方、旧田水山学校は、公共交通アクセスなどが旧北



 資料№１  

３ 

 

条小学校に劣り、今後の課題となる部分であるが、自家用車によるアクセスの

よさや特徴的な外観、新耐震基準を満たしていることなどが評価された。 

他の活用計画がない廃校を含めても新耐震基準を満たしている校舎は旧田水

山小学校のみであり、その他は旧耐震基準のものである。新耐震基準であれば、

震度６強から７程度で倒壊する可能性は低いとされているが、旧耐震基準では

震度５弱の地震で倒壊又は崩壊する可能性があることから、新耐震基準で建築

されている旧田水山小学校が望ましいと考えられる。また、旧田水山小学校の

校舎の構造及び外観は、他の校舎と比較して近代的であり、一般的な校舎とい

う型にはまらない姿も、つくば独自の文化芸術を生み出す場である文化芸術創

造拠点として活用していくに当たって、魅力の一つになると考えられる。 

 改修工事とその費用について 

廃校を利活用する場合、改修工事費用、特に耐震改修費用については開設ま

でにかかる費用の中でも特に大きな割合を占める。しかし、文化芸術という支

援制度や人材なども重視される分野であることから、開設後はソフト面に対し

て投資を継続していく必要があることを踏まえ、開設前の施設改修やその設備

などに偏ってコストをかけていくことは現実的ではないと考えられる。ただし、

前項にもあるとおり、今後の活用を見越したとき、新耐震基準を満たさない状

態で利活用を始めることは不可能であることから、活用計画がない５校の中で

も既に新耐震基準を満たしている旧田水山小学校が適切であると考える。 

 計画地に関する意見・要望 

旧田水山小学校を文化芸術創造拠点の計画地とするが、下記の課題について

は、文化芸術創造拠点基本計画の策定に向けて検討していくことを要望する。 

 自然豊かな景観の確保 

「自然と科学のまち つくば」の大きな魅力として筑波山が挙げられる。

旧田水山小学校を活用することにより感じることができる自然・景観として

大きな役割を果たすのは、筑波山及び筑波山麓の眺望であることから、こう
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した景観の確保を検討することを要望する。 

 市民、主に地域住民との協働 

文化芸術創造拠点に限らず、廃校を利活用する事業について、これまでの

事例からも地域住民の理解は必要不可欠である。廃校は地域住民の思い出の

詰まった場所かつ自らの生活圏であるため、見知らぬ人が出入りし始めるこ

とについて不信感を抱く場合もあることから、地域住民へ丁寧な説明を行い、

利活用に当たっての希望の聴取や、すり合わせを行うよう要望する。 

 交通アクセスの検討 

文化芸術創造拠点のビジョン・コンセプト（表３）の実現のため、交通ア

クセスに関する検討を進めるよう要望する。 

 

表１ つくば市文化芸術推進基本計画の構造 

基本理念 基本的方向 基本施策 

ア
ー
ト
で
編
む 

① 文化芸術を創造するまち「つくば」 

１ 文化芸術に接する機会の拡充 

２ すべての人にとって文化芸術が身近にある街づくり  

３ 文化芸術に資する人材の育成と活用 

② 多様な文化と伝統が調和するまち「つくば」 
４ 地域に根付いた伝統の継承・発展 

５ 多文化共生による文化芸術の振興 

③ 新しい文化を創出するまち「つくば」  
６ 科学と融合した文化芸術の振興 

７ 文化芸術によるイノベーションの創出 

④ 自然が感性を培うまち「つくば」 ８ 自然との共生による文化芸術の振興 

⑤ 文化芸術を実践するまち「つくば」  

９ プラットフォームの形成 

10 文化施設の整備と活用 

11 文化芸術情報の収集と提供 
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表２ 筑波地区の小中学校跡地（廃校）一覧 ※計画の有無別・築年数が浅い順 

旧学校名 校舎竣工年 築年数 施設活用時の課題 計画 

山口小学校 昭和 54 年 44 年 要耐震工事（校舎） あり 

小田小学校 昭和 49 年 49 年 要耐震工事（体育館） あり 

菅間小学校 昭和 46 年 52 年  あり 

筑波東中学校 昭和 42 年 56 年 要耐震工事（校舎一部）・借地 あり 

筑波西中学校 昭和 42 年 56 年 要耐震工事（校舎一部） あり 

田水山小学校 平成７年 28 年   

北条小学校 昭和 53 年 45 年 要耐震工事（全て）・借地  

田井小学校 昭和 53 年 46 年 要耐震工事（校舎）  

作岡小学校 昭和 51 年 47 年 要耐震工事（校舎一部・体育館）  

筑波小学校 昭和 50 年 48 年 要耐震工事（体育館）・土砂災害警戒区域   

 

 

表３ 文化芸術創造拠点のビジョンとコンセプト 

ビジョン（展望）：アートで編む（つくば市文化芸術推進基本計画より） 

市の多面的な魅力を構成する１本１本の糸を、文化芸術によって連携させてい

くことで、新しい文化芸術を創造し、大きな「まち」という布を織る。 

コンセプト（行動原理）：出会う・つながる・創造する 

あらゆる人、モノ、情報が出会い、そこからつながりが生まれ、つながりから

新たな価値観やつくば独自の文化芸術が生まれていくことを期待する。 
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２ 文化芸術創造拠点の整備に向けた取組について 

文化芸術創造拠点は、基本計画の５つの基本的方向のうち、「文化芸術の実践」

の中の基本施策「プラットフォームの形成」の中に位置づけられる（表１）。 

文化芸術創造拠点はプラットフォーム形成に係る取組を集約し、体現した施設

として、プラットフォーム形成におけるあらゆる機能の基軸となることを想定し

ている。しかし、プラットフォーム形成に係る全ての取組を文化芸術創造拠点で

完結させることは想定しておらず、文化芸術創造拠点のビジョンやコンセプト

（表３）にもあるとおり、出会いやつながりを創出する拠点となることを目指す。 

「文化芸術創造拠点の形成」を他の施策に先んじて進めることで、他の施策を

アピールする場となると同時に、上位施策である「プラットフォームの形成」及

び「文化芸術を実践するまち つくば」の効果が連鎖的に作用するよう促す拠点

として、“つくば独自の文化芸術”の創造・推進する一助となることを期待する。 

それらを踏まえ、文化芸術創造拠点のビジョンとコンセプト（表３）、及びプラ

ットフォームの機能（表４）を基に、文化芸術創造拠点基本計画を策定する。 

 文化芸術創造拠点基本計画の策定に向けた意見・要望 

文化芸術創造拠点基本計画を策定するにあたり、文化芸術に携わる人、文化

芸術に関する取組を行っている各種団体、文化芸術を学ぶ学生、さらに地域住

民など様々な人や団体等の意見を集約し、文化芸術創造拠点基本計画に反映さ

せることを要望する。 

 文化芸術創造拠点整備に関する意見・要望 

文化芸術創造拠点は、開設時点が完成形ではなく、社会経済情勢の変化や、

日々成長する文化芸術等に対応しながら、改良・改善等が必要となる。開設時

点がゴールではなく、スタートであることを十分に意識し、文化芸術創造拠点

が年々より良い施設に変化していくよう中・長期的計画の策定を求める。 

併せて、この考え方も文化芸術創造拠点基本計画に盛り込むことを要望する。 
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表４ プラットフォームに求められる機能 

 市内の各種機関等との連携によるネットワークの構築 

市内にある文化芸術団体、文化芸術施設、研究所や教育機関等に働きか

け、分野の垣根を越えた連携によるネットワークを構築する。 

 アーティスト及び市民の制作・発表・鑑賞等のコーディネート機能 

構築したネットワークをいかし、文化芸術に携わる（する・見る・支える）

人に、人、モノ、情報などの提供をする。また、地域の文化芸術資源を結び

つける事業などを行う。 

 文化芸術に携わる人材への支援・育成機能 

文化芸術活動を主体的に展開できる人材（する人、見る人、支える人等）

の支援制度を構築し、育成を推進する。 

 市が関連する文化芸術の情報発信及びアーカイヴ構築 

市が関連する文化芸術に関する様々な活動、情報、作品等の発信をすると

ともに、それらの記録を集約し、誰でも自由に閲覧できるようにする。 

 文化芸術をする・見る・支える場の提供 

文化芸術に携わる（する・見る・支える）人たちのために、文化芸術創造

拠点の形成を図る。 

 

３ その他の要望 

 専門的人材の育成・配置 

文化芸術に関する地域資源や情報、人などを結びつけ、情報をともに作り、

発信していくコーディネート及びマネジメントが不可欠であり、それに対応で

きる人材が不足している。また、プラットフォームに求める機能に対しても、
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現状ではその機能の実現性が低く、それらに対応することができる専門的知識

を有する人材が必要であるという意見が多く出た。 

プラットフォームを形成し、機能させていく中で、専門的人材が文化芸術創

造拠点やそこで行われる事業などを積極的にコーディネート及びマネジメント

することで、プラットフォームはより有効に活用される。 

そのため、施設運営や文化芸術について専門的な知識を持ち、継続して携わ

ることができる人材の育成を進めるとともに、必要な人材の適正な配置を要望

する（表５）。 

 

表５ 必要とする専門的人材について 

文化芸術に関する資源をコーディネートする人材 

文化芸術資源やその発掘等についての知識がある専門的人材 

文化芸術事業をマネジメントする人材 

文化芸術施設や事業の運営をはじめとした広範な知識を持つ専門的人材 

 

 各種機関・団体等との連携強化 

つくば市とつくば市文化芸術審議会に参加する筑波大学、つくば市文化協会、

つくば文化振興財団をはじめとした市内の文化芸術に携わる機関・団体等の連

携を密にし、それぞれが担う役割、責任、取組等の検討を進めるよう要望する。 





諮問第１号 

 

 

つくば市文化芸術審議会 

 

 

 つくば市文化芸術推進基本計画（第２期）を次のとおり策定したいので、つくば

市文化芸術基本条例（平成16年条例第35号）の規定により付議します。 

 

 

令和４年（2022年）５月23日 

 

 

つくば市長 五 十 嵐  立 青   



諮問理由 

 

平成30年、つくば市文化芸術審議会より「つくば市文化芸術推進基本計画

（案）」が答申され、平成31年３月に「つくば市文化芸術推進基本計画」（以下、

「基本計画」と言う。）を策定した。 

この基本計画の計画期間は、国の「文化芸術推進基本計画」に合わせて、平成

30年度から令和４年度までとしており、以降は、社会情勢等の外部環境の変化を

踏まえて５年ごとに見直すこととしている。 

そのため、「つくば市文化芸術推進基本計画（第２期）」を策定するために諮問

するものである。 
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つくば市文化芸術推進基本計画（第２期）について 

 

１  推進基本計画（第２期）について 

つくば市では、平成31年（2019年）３月に「つくば市文化芸術推進基本計画」

を策定した。社会情勢等の外部環境の変化を踏まえて５年ごとの見直しを行うこ

ととしていることから、文化芸術に関する市民ニーズをはじめ、文化政策や文化

施設の整備等について、調査・解析するとともに、国の文化芸術基本計画及び茨

城県文化振興計画を参酌し、令和５年度（2023 年度）から令和９年度（2027 年

度）までを計画期間とした「つくば市文化芸術推進基本計画（第２期）」を策定す

る。 

 

２  推進基本計画（第２期）の策定内容について 

表１のとおりとする。なお、詳細な審議スケジュールは資料№２-２を参照。 

 

表１ つくば市文化芸術推進基本計画（第２期）の策定内容 

第１章 計画の目的 

第２章 文化芸術推進の現状と課題 

第３章 文化芸術推進の基本理念・基本的方向 

第４章 文化芸術推進の基本施策 

第５章 実現に向けた推進体制 

 



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

検討状況により、スケジュールは変更する可能性があります。

市民意識調査 調査項目の検討

つくば市文化芸術推進基本計画（第２期）　策定スケジュール

令和４年度

つくば市文化芸術審議会

市民意見の反映

現計画の進捗状況と評価

第３章　文化芸術の基本理念・基本的方向

第４章　文化芸術推進の基本施策

第５章　実現に向けた推進体制

市民意識調査 集計結果の報告

令和５年度

つくば市文化芸術審議会

市民意見の反映

第１章　計画の目的

第２章　文化芸術推進の現状と課題

●

第１回会議

（５月初旬）

●

第２回会議

（７月初旬）

●

第４回会議

（３月中旬）

●

第３回会議

（９月初旬）

■

パブリック

コメント

資料№２-２

●

第１回会議

（５月23日）

●

第２回会議

（８月初旬）

●

第５回会議

（３月中旬）

●

第３回会議

（10月初旬）

●

第４回会議

（11月下旬）

■

調査票印刷

・発送

■

分析

■

・調査票回収

・関係団体等

ヒアリング

■

調査票集計

諮問第１号

「つくば市

文化芸術推

進基本計画

(第２期)」

の策定につ

いて



諮問第２号 

 

 

つくば市文化芸術審議会 

 

 

 つくば市文化芸術創造拠点基本計画を次のとおり策定したいので、つくば市文化

芸術基本条例（平成16年条例第35号）の規定により付議します。 

 

 

令和４年（2022年）５月23日 

 

 

つくば市長 五 十 嵐  立 青   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

諮問理由 

 

令和３年度は、令和３年９月29日付３つくば文芸第183号として「文化芸術

創造拠点の形成について」の諮問をし、つくば市文化芸術審議会から、令和４年

３月22日付３つくば文芸審第８号において答申を受けた。 

答申では、“文化芸術創造拠点の計画地は、旧田水山小学校とする”こと、ま

た、“文化芸術創造拠点の整備に向け、文化芸術創造拠点基本計画の策定に着手

する”ことの２点があげられた。また、答申書と併せて提出された意見書では、

計画地を選定した経緯をはじめとし、文化芸術創造拠点の形成目的やビジョン・

コンセプトに加え、専門的人材の育成・配置、各種機関・団体等との連携強化等

の意見・要望が示された。 

つくば市では、答申書及び意見書の内容を踏まえ、旧田水山小学校を計画地と

した「文化芸術創造拠点基本計画」を策定するため、審議会に諮問するものであ

る。 

 



 資料№３-１  

文化芸術創造拠点基本計画について 

 

１  拠点基本計画について 

令和３年度に、文化芸術創造拠点の具体化を図り、廃校を活用した文化芸術の

新たな活動拠点を形成するため、「文化芸術創造拠点の形成について」つくば市

文化芸術審議会に諮問した。つくば市文化芸術審議会からは、文化芸術創造拠点

の形成について、計画地やビジョン、コンセプト等の基本的な考え方について資

料№１のとおり答申されたことを受け、「文化芸術創造拠点基本計画」を策定す

る。 

 

２  拠点基本計画の策定内容について 

表１のとおりとする。なお、詳細な審議スケジュールは資料№３－２を参照。 

 

表１ 文化芸術創造拠点基本計画の策定内容 

第１章 計画の目的 

第２章 現状と将来動向 

第３章 敷地・建築物の分析 

第４章 基本方針 

第５章 整備計画 

第６章 管理運営計画 

 



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

検討状況により、スケジュールは変更する可能性があります。

第３章　敷地・建築物の分析

第４章　基本方針

第５章　整備計画

第６章　管理運営計画

文化芸術創造拠点基本計画　策定スケジュール

令和４年度

つくば市文化芸術審議会

市民意見の反映

第１章　計画の目的

第２章　現状と将来動向

●

第１回会議

（５月23日）

●

第２回会議

（８月初旬）

●

第５回会議

（３月中旬）

●

第３回会議

（10月初旬）

●

第４回会議

（11月下旬）

■

区長説明

■

住民説明会

■

区長説明

■

住民説明会

■

パブリック

コメント

■

サウンディング

型市場調査

■

サウンディング

型市場調査

資料№３-２

諮問第２号

「文化芸術

創造拠点基

本計画」の

策定につい

て



 資料№４  

 

つくば市文化芸術審議会 各回審議内容について 

 

１ 各開催日程における審議内容について 

表１及び表２のとおりとする。 

 

表１ 令和４年度つくば市文化芸術審議会 各回審議内容 

 日程 つくば市文化芸術推進基本計画 文化芸術創造拠点 

第１回 ５月23日 

・諮問第１号「つくば市文化芸

術推進基本計画（第２期）」の

策定について 

・諮問第２号「文化芸術創造拠

点基本計画」の策定について 

第２回 ８月上旬 ・現計画の進捗状況と評価 

・計画の目的 

・現状と将来動向 

・敷地・建築物の分析 

・基本方針 等 

第３回 10月上旬 ・調査項目の検討 ・整備計画 等 

第４回 11月下旬  ・管理運営方法 等 

第５回 ３月中旬 ・集計結果の報告 ・最終報告 

 

表２ 令和５年度つくば市文化芸術審議会 各回審議内容 

 日程 つくば市文化芸術推進基本計画 文化芸術創造拠点 

第１回 ５月上旬 
・計画の目的 

・文化芸術推進の現状と課題 
 

第２回 ７月上旬 
・基本理念・基本的方向 

・文化芸術推進の基本施策 
 

第３回 ９月上旬 ・実現に向けた推進体制  

第４回 ３月中旬 ・最終報告  

 



 

１ 
 

会 議 録 

会議の名称 令和４年度第２回つくば市文化芸術審議会 

開催日時 令和４年（2022 年）８月４日 開会 14:30 閉会 16:30 

開催場所 つくば市役所２階会議室 203 

事務局（担当課） 市民部文化芸術課 

 

出 

席 

者 

 

委員 

（計８名） 

神谷大蔵、鈴木富士雄、野中勝利、田中佐代子、 

田中秀夫、宇津野茂樹、根津陽子、矢島祐介 

その他（計４名） 

牟田都市計画部公有地利活用推進課係長 

株式会社常陽産業研究所 廣田主任調査役 

日本工営都市空間株式会社 篠崎管理技術者、胡担当技術者 

事務局 

（計８名） 

大久保市民部長、稲葉市民部次長、矢口文化芸術課長、 

矢口同課長補佐、佐藤同係長、加藤同主任、吉野同主任、

和田同主事 

公開・非公開の別  ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 １人 

非公開の場合はその理由  

議題 諮問第１号「つくば市文化芸術推進基本計画（第２期）」の策定について 

諮問第２号「文化芸術創造拠点基本計画」の策定について 

確定年月日 年    月    日 

 

会

議

次

第 

 

１ 開会  

２ 議事 

審議事項 

諮問第１号「つくば市文化芸術推進基本計画（第２期）」の策定について 

諮問第２号「文化芸術創造拠点基本計画」の策定について 

３ その他 

４ 閉会 
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 ＜審議内容＞ 

 

１ 開会 

＜矢口文化芸術課長より開会を宣言＞ 

 

２ 議事 

事務局 ： 本日の審議会では２件の審議事項がございますが、それぞ

れの計画策定業務を受託する業者の担当者が、本日の会議か

ら出席していますので、挨拶をお願いします。 

＜株式会社常陽産業研究所、日本工営都市空間株式会社 各担当より挨拶＞ 

事務局 ： ありがとうございました。それでは早速議事に入りたいと

思います。議長につきましては、条例第 13 条第２項に基づ

きまして会長が議長となりますのでよろしくお願いします。

野中会長 ： 議事に入る前に、傍聴者におかれましては配布した傍聴人

心得に従って御協力のほどお願いいたします。 

それでは会議次第に基づいて議事を進めますが、まず本日

の委員出席数ですけれども、委員 11 名のところ８名出席で

過半数を満たしていますので、条例第 13 条第３項の規定に

よりまして本日の会議が成立していることを御報告いたし

ます。 

本日は審議事項が２件あります。諮問第１号つくば市文化

芸術推進基本計画第二期の策定について、及び諮問第２号文

化芸術創造拠点基本計画の策定についてです。前半後半に分

けて審議したいと考えておりますが、それぞれ少し頭を切り

換えて、忌憚のない御意見をお願いします。 
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それではまず、諮問第１号について事務局より説明を受け

てから、委員の皆様に御審議いただきたいと思います。それ

では事務局から説明をお願いします。 

＜佐藤文化芸術課係長より資料№1-1 から 1-5 について説明＞ 

野中会長 ： ありがとうございました。現行のつくば市文化芸術推進基

本計画のいわゆる成果として、各施策を担当部署がどのよう

に評価し、どのような進捗があったかを整理したものが説明

資料の内容で、来年度改訂する計画にどのように反映するか

の、基礎的な情報になるということです。 

これからこの審議会で次期計画を策定するにあたって担

当部署の評価がまず前提となるわけですが、折しも国の文化

審議会で文化芸術基本計画の第２期策定に向けて、資料№1-

4 のとおり施策の方向が示されたということになります。資

料№1-5 として平成 30 年度に実施された意識調査の資料が

配布されていますが、今年度、同様に意識調査を行うにあた

って、調査項目について統合してもいい項目もあるかもしれ

ませんし、こういった項目で聞いてみてはどうかということ

もあると思いますので、皆さんの御意見をいただきたいと思

います。 

まずは、資料№1-2 について、御質問がありましたら御意

見をお願いします。 

宇津野委員 ： 基本的なことをお伺いしますが、つくば市文化芸術推進基

本計画第２期については、令和６年度から５箇年ということ

でよろしいでしょうか。 

事務局 ： 現計画は平成 31 年（2019 年）３月に完成しましたが、計

画期間は平成 30 年度（2018 年度）から令和４年度（2022 年
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度）です。次期計画も来年度中に策定しますが、計画期間と

しては令和５年度当初からとなります。 

国の計画期間も平成 30 年度（2018 年度）から令和４年度

（2022 年度）となり、資料№1-4 にあるように来年度改定と

なりますが、このような国の動向をつくば市の計画にも反映

させたいという意図もありますので、計画開始時点で次期計

画の内容が完全に整理できないのはやむを得ないと考えて

います。 

野中会長 ： 資料№1-2 の内容について、他に質問はありますか。成果

が上がっていないという項目はありませんが、一方で新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響も大きかったことが全体的

に言えると思います。 

事務局 ： 評価の件で補足しますと、次回の審議内容でもある「文化

芸術に関する市民意識調査」について、その結果を踏まえて

最終的な判断を下したいと考えています。 

資料№1-1、２ページの表４に「基本施策に係る満足度」と

その目標値を示しています。調査結果によって、その目標値

を大きく上回る、あるいは下回る場合には、最終的な各項目

の評価が変わる可能性はあります。 

野中会長 ： この進捗状況と評価というのは暫定で、今年度意識調査を

して、最終的な評価を取りまとめるようです。 

また、国の施策が資料№1-4 にまとめられていて、こちら

も盛りだくさんの内容ですが、それを受けてつくば市として

どう施策にメリハリをつけていくのかを咀嚼しながら、取り

入れていくのかと思います。 
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それでは、今年度実施する意識調査について見ていきたい

と思います。その前に確認ですが、成果指標と調査項目の関

係は、整理されているのでしょうか。 

事務局 ： つくば市文化芸術推進基本計画の 27 ページを御覧くださ

い。そちらに詳細が書かれていますが、調査項目から成果指

標と関連する項目の選別をして、その満足度の合計を割り出

したものを、判断の基準としています。 

野中会長 ： ありがとうございます。資料№1-2 について他に御意見が

ないようでしたら、続いて資料№1-5 の調査項目の内容を確

認していきたいと思います。 

今年度、同様に意識調査を行うことになりますが、ここで

の議論は、平成 30 年度に実際行われた調査項目を下敷きと

しながらも、今年度アレンジする必要があるかどうかなどに

ついて御意見等いただければと思います。 

項目が多く、回答する側からするといろいろ答えなければ

いけないので時間を要すると思いますが、いかがでしょう

か。実際に回答する側の立場になった想定をしていただくの

も良いと思います。 

矢島委員 ： 問１ですが、設問が基本的に公共的なものに限られている

理由はあるのでしょうか。 

事務局 ： 行政の計画という前提があるので、公共的なものに偏って

いるところがあると思います。５年前と今とは文化芸術に対

する関わり方が変わっていますので、設問内容は検討しま

す。ただ、現計画と次期計画の比較に使えなくなる部分が出

てきますので、そこをうまく合わせながら比較できるような

項目設定をしたいと思います。 



 

６ 
 

矢島委員 ： この５年間で、芸術とかアートとか文化に対する楽しみ方

が変わっていると思っていて、映画も映画館で見るよりサブ

スクリプションサービスなどで見る機会が増えています。漫

画にしても、やはりこの５年間で産業として大きくなってい

て、行政が関わらない部分だとは思いますが、そういう形で

楽しんでいる部分はすごく大きいと思います。なので、そこ

は何かしらの形で調査した方が、市民がどういう形で文化を

楽しんでいるのか見えるような気がします。 

あと一つ疑問だったのが、「映画館での鑑賞」の実写とア

ニメが別々の回答項目になっているところで、若い世代は実

写とアニメという分け方で見ていない気もするので、比較と

いう意味で置いていていいのかもしれません。これを分ける

ことで何が知りたかったのかが気になりました。 

根津委員 ： 同じようなことだと思いますが、問１の設問で「自宅のテ

レビやパソコン等での鑑賞を除き」とありますが、感染症拡

大の影響を受け、自宅のテレビやパソコン等での鑑賞が非常

に増えています。 

漫画という話も出ましたけれども、文化芸術というのは、

美術館やホールで見るだけではないので、例えば読書のよう

なものは含まれないでしょうか。ホールなどに行くとか、そ

こで鑑賞はしていないけれども、自宅などで文化芸術に親し

んでいる人は、完全に排除されているように思えます。 

感染症拡大の影響を受けて、ホールで鑑賞できないものを

オンライン配信するケースは増えているので、そのあたりは

どこかに入れておいた方がいいと思います。 
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野中会長 ： ５年前だと実際に現場に行くイメージが強かったと思い

ますが、今はオンライン配信がかなり勃興していますので、

そのあたりの項目を増やす方が実態に合うと思います。美術

館も閉館になったところが多かった時に、YouTube を使って

館内を見に行けない人に向けて配信していたこともありま

した。 

また、サブスクリプションサービスを利用した鑑賞はかな

り増えている気もしますが、平成 30 年度の調査では「テレ

ビ・パソコンの鑑賞を除く」と設問にあり、今回も同じよう

にすると整合性が合わなくなるので、内容を検討していただ

きたいと思います。 

事務局 ： 御意見ありがとうございました。項目の追加・修正など、

検討いたします。 

矢島委員 ： ５年後のことまで考えて作るものになるので、仮想空間の

ことも少し入れた方がいいのかなとは思うんですよね。始め

ている人はまだすごく少ないと思いますが、今後この５年

で、仮想空間で文化芸術に触れたり、バーチャル世界でのラ

イブを体験したりすることは今後増えてくると思うので、そ

ういうのも今のうちに設問項目に入れて、５年後どのぐらい

変わったのか調査するのも面白いと思います。 

野中会長 ： どう項目を設定するかが難しそうですよね。 

矢島委員 ： 難しいですね。今のオンライン環境は、基本的には今ま

で公の場で体験していたものが、家の中、パーソナル化し

たという形だと思いますが、バーチャル空間はまた別の空

間になるので、「第３の場」という形になると思うんです

ね。平成 30 年に調査している内容が「第１の場」だと思
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うんですけど、この５年で、スマホやパソコンで楽しむも

のが増えてきて、それは「第２の場」になっていると思い

ますが、「第３の場」が今出てきているところなので、そ

の辺も含めて文化芸術っていうものを考えないと、追い切

れないような気がします。 

野中委員 ： 「第３の場」の媒体はイメージとしてはどういうものでし

ょうか。 

矢島委員 ： そこは難しいですね。NFT（非代替性トークン/Non-

Fungible Token）といって、例えば写真や絵画をデジタル化

してデジタル空間で売買している人は増えていますが、その

あたりも念頭に調査をした方が、つくば市っぽいのかなとい

う気はします。 

根津委員 ： 「第１の場」がホールや美術館、映画館などの現地に行っ

て体験するもので、「第２の場」は、ここ数年増えてきたス

テージ発表そのままをオンライン配信して自宅で鑑賞する

ようなことをイメージしているのかなと私は思いました。仮

想空間でアバターを作り、自分がその中に入って見に行く、

体験しに行くっていうことが始まっていると思っています

が、そういうものを「第３の場」とするという理解でよろし

かったでしょうか。 

矢島委員 ： はい、そうです。いわゆるメタバース空間のことを「第３

の場」のイメージでお話ししました。 

事務局 ： お話のように文化芸術に触れる場はいろいろな場面が増

えてきたと思いますが、一方で、調査で聞いた内容を基本計

画の中で市の事業として各施策をどう位置付けていくのか

が難しいと思います。 
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基本計画は、あくまでも行政計画として市がやっていかな

ければならないことが主題になります。文化芸術に触れる場

はいろいろな場面があって良いと思いますが、実際に施策事

業をどう進めるかという指標にするための調査である、とい

うことも念頭に御審議いただければと思います。 

野中会長 ： 矢島委員から、今の事務局からの話について何か御意見は

ありますか。 

矢島委員 ： 具体的に、行政がバーチャル空間で何ができるかという考

えはまだありませんが、メタバース空間につくば市ができる

可能性はあると思っていて、その時につくば市が市民に何か

を提供できる可能性はあると思いますが、市がどこまでメタ

バース空間に関わっていくのかまではわかりません。 

市民の意識を、把握しておくという意味での調査というイ

メージで言いました。市民がどういう形で楽しんでいるのか

というのを捕捉する目的の調査をしたらどうだろうかとい

う提案です。 

事務局 ： いろいろなことを聞いて知ることは非常に重要だと思い

ますが、一方で、聞いただけになってしまう調査にはしたく

ないと考えています。 

野中会長 ： 例えば平成 30 年度調査票の問１は、複数回答ができるよ

うになっています。ここで回答がなかった項目について、そ

れを行政が提供しないといけないという結論なるかという

と、必ずしもそうではないと思います。調査結果をどう解釈

してどのように施策に落とし込むかは、その次のステップで

も考えられるとも私は思います。 

他に御意見はございますか。 
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矢島委員 ： 調査内容に関する質問ではないのですが、これはどういっ

た形式で調査を行うのでしょうか。 

事務局 ： 3,000 人の市民を無作為抽出し、調査票を郵送します。回

答については、QR コード等を掲載して、郵送とインターネッ

トの両方で回答できる方法を検討しています。 

根津委員 ： 年代と地域は、分けますか。 

事務局 ： つくば市文化芸術推進基本計画の 23から 24ページに前回

の調査結果がありますが、そこでは回答者の属性という箇所

で男女比や年齢層のほか、地区ごと、その年齢層別に分けて

集計しています。今回もこのように無作為抽出します。 

野中会長 ： 前回と同様の方法をとるということですね。それについて

御意見はありますか。 

矢島委員 ： 回答率が前回は 28.8％とありますが、デジタルでの回答も

併用することで、もう少し増えてもいいのかなと思います。

事務局 ： 我々としても調査の回答率は高いことを望んでいます。そ

のためにデジタルでの回答方法なども併用して回答率を上

げていきたいと考えています。 

矢島委員 ： 例えば、つくば市のホームページから調査の回答ページに

案内するなどで、不特定多数に行うことはできませんか。 

事務局 ： つくば市全体の戸数などをもとに、統計学上、市全体の意

向と判断できるサンプリング数を目標として設定していま

す。回答率の予測から逆算して、無作為抽出する人数を決定

し、それをさらに地域・年代別に細分化して抽出します。 

矢島委員 ： わかりました。ありがとうございます。 
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野中会長 ： 前回は送付も回収も郵送ですよね。今回は郵送で送って回

答は、デジタルか郵送を選べるようにするということでした

が、二重回答にはならないようにチェックするんですよね。

事務局 ： 回答者ごとに番号を割り振るなど、重複しない方法を検討

しています。 

野中会長 ： デジタルで回答してもらうことで、少しでも回答率を上げ

ることを想定しているということですね。 

田中秀夫委員 ： 令和５年から令和９年度が第２期の計画期間という事で

した。意識調査は現況の調査だと思いますが、その結果をも

って今後５年間耐えられるような計画を策定していく、とい

うことでよろしいんですよね。 

事務局 ： 意識調査の結果は、今後５年間でどのようなことを施策と

してやっていくのかという、その目標を考えていくための資

料とする予定です。 

田中秀夫委員 ： そうすると、矢島さんがいろいろお話されているように、

今まさに大きく変化している時代で、今後５年間のお話をし

ようとするとき、矢島さんがおっしゃった仮想空間のよう

に、今は若者のある部分の人たちしかやってないけれども、

これから新しく展開してくるものが当然出てきます。 

５年間の計画期間中にそういう新しい展開があれば、補正

していくような変更は可能ですか。 

事務局 ： 今回は過去５年間の進捗のまとめとして調査をしました。

今後、年度ごとに評価をしていく必要があると考えておりま

すが、１年ごとの評価に対して計画を変更するのは難しいの

で、どのように対応するか、今後検討します。 
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根津委員 ： 問 15 の性別の回答項目について、当時の選択肢は「男・

女」だけですが、次回は増やしますか。 

事務局 ： 現在の市の基準に合わせて修正します。 

野中会長 ： ありがとうございました。それでは、諮問第１号について、

いろいろと御意見をいただいたところですが、議論について

はここで一区切りつけたいと思います。御意見いただいた内

容を踏まえて、今年度、具体的にどのような調査になるのか

内容が示されるということです。 

それでは続いて諮問第２号文化芸術創造拠点基本計画の

審議に移ります。事務局より説明を受けたあと、審議に入り

たいと思います。それでは事務局から説明をお願いします。

＜加藤文化芸術課主任より資料№2-1 から 2-3 について説明＞ 

野中会長 ： ありがとうございました。本日の議論ですけれども、皆さ

んのお手元にある「つくば市文化芸術創造拠点基本計画案」、

こちらの目次でいきますと第１章が「計画の目的」、第２章

が「現況と課題」ということで、これまで審議されてきた内

容や、既存の計画の内容を整理したものが中心になりますの

で、もしお気付きの点がありましたら、次回までの間に目を

通していただいて御意見いただければと思います。本日は主

に第３章にあたる基本計画の中の、「3-1 基本方針」と「3-

2 導入機能」を中心に、御意見いただきたいと思います。 

まず、「3-1 基本方針」のビジョン・コンセプト、及び事

業方針ですが、供用開始以降、どのように展開していくのか

という考え方の整理をしたものです。導入機能としてこれま

でに御意見いただいたものをベースにしながら、叩き台とし

て整理したものになります。これに加えて、委員の皆様から
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御意見をいただいて再整理できればと思います。どの観点か

らでも結構ですので、御意見あるいは御質問はございます

か。 

矢島委員 ： カフェ機能などはないんでしょうか。 

事務局 ： 今回の案では含めていません。都市計画法上、計画地が市

街化調整区域に該当しますので、法令上実現できるか検討し

なければいけません。 

矢島委員 ： 何でカフェかというと、田水山小学校は周りに何もないか

らです。住宅地しかなくて飲食する場所がないとなると、ワ

ークショップにしても、ギャラリー展示にしても、日頃ここ

で制作を行う人にとっての飲食の提供などが課題になって

きます。「おしゃれなカフェがあるからアート鑑賞と併せて

行ってみたい」という人もいますし、カフェの存在は動機付

けの一つになりやすくて、資料に掲載されているような事例

でも、カフェが併設されているところが多いと思うんですよ

ね。 

アーツ千代田 3331 にもあると思いますし、アートだけに

すると人が来づらくなるところがあって、例えばアートショ

ップとかカフェがあると、訪れる人もカジュアルに来やすい

と思います。余分な施設のように感じますが、意外とそこが

来る人にとっては大きい動機になることもあると思います。

スモールスタートということなのかもしれないですが、絞り

すぎると今度は逆に人来なくなってしまうこともあると思

います。 

また、スモールスタートをしたいのかなというのはわかっ

たんですが、ニーズがあれば施設を増やしていこうという場
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合に、その後の予算が果たしてとれるのか心配なところがあ

ります。このぐらいの効果だったら予算は出せないよね、と

後々なりやすいと思ったので、最初から予算多めに始めてみ

た方がいいんじゃないかと思います。 

事務局 ： ありがとうございます。施設利用者数の想定等も今後行っ

ていきますので、併せてカフェ等が法律上実現できるかとい

う部分も含めて、検討します。 

根津委員 ： 施設機能のスタジオですが、ここでイメージしているスタ

ジオの広さというのは、練習や映像制作、楽曲制作のみがで

きる規模の広さでしょうか。 

そういうスタジオがあって収容定員が 80 人でも 100 人で

も良いですが、200 人くらい入れる大きさならすごく使いや

すいと思います。お客さんも入ってきてライブもできるよう

な、集客施設としてのイメージなのか、それとも少人数で使

うイメージなのでしょうか。 

野中会長 ： スタジオは練習が中心かと思いますが、発表する場として

スペースがとれるかどうかということですね。 

事務局 ： ここで挙げているスタジオは小規模なものを想定してい

ます。御意見いただいたような大規模なスタジオが整備でき

るかどうかは、法令、あるいは建物の構造的な部分等も関わ

ってきますので、詳細は検討が必要です。 

次回以降の資料では、どういった部屋をどこに配置するか

という案も御提示しますので、大規模なスタジオが必要とい

った御意見があれば、その際に改めていただければと思いま

す。 
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田中佐代子委員 ： 制作室ですが、平面絵画とかだとそれほど改修費用がかか

らないとは思いますが、立体となっていくと材質も陶芸とか

ガラスなどになってきますので、絵画全般とかある程度ジャ

ンルを決めておいた方が、無難かなと思います。 

野中会長 ： 例えば立体造形ですと、騒音や粉塵の問題などもあるの

で、設備も含めてハード面の検討が必要という御意見かと思

います。 

事務局 ： 御指摘いただいた制作室は文化芸術創造拠点の主要な使

い方の一つとなってくる部分かと思いますので、制作や利用

にあたって注意すべき点がありましたら、この場で御意見い

ただけますと、今後の検討材料になるかと思います。 

野中会長 ： 筑波大学でも、絵の具もそのまま生活用廃水にできないの

で、別に溜めて廃棄物処理に回さないといけないものもあり

ますし、空気や音の問題についても御留意いただければと思

います。 

宇津野委員 ： 基本方針の中では触れられていませんが、当初示された交

通アクセスの問題の中で、今のバス路線では祝祭日の 10 時

以降は、３本ぐらいしかバスがないということでしたので、

ある程度人を呼んで活況付けに成功して、次に事業を進めて

いく段階になったときのために、駐車場・駐輪場の拡幅や、

コミュニティバスの増便なども検討してほしいと思います。

野中会長 ： その部分は基本計画案の 23 から 24 ページあたりに、交通

アクセスの現状について記載があります。おっしゃるよう

に、土日祝日の午前９時以降、運転本数は３本しかないとい

うように書かれていますが、このあたりを課題として挙げて

いただくということの御要望かと思います。 
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事務局 ： 野中会長に御指摘いただいた箇所で整理もしております

し、「2.3.課題の把握と課題への対応」という項目で整理し

ており、我々も課題として認識しております。 

次回審議いただく内容で、「3.5.1.交通アクセス」という

項目がありますので、そこで課題への対応方法を改めて整理

したいと考えています。 

田中秀夫委員 ： サウンディング型市場調査をやっていると思いますが、魅

力を感じている部分や、逆に魅力がない部分など、事業者か

ら何か意見はあったかお伺いします。この審議会を中心に審

議していますが、社会的にどう見られているか、少し意見が

欲しいです。 

もう１点、私が前々から言っていように素晴らしい場所で

すが景観が悪いので、そのあたりは計画の中でどのように整

理されていくのかお伺いします。 

事務局 ： まず、サウンディング型市場調査についてですが、今後、

参加事業者に提出いただく提案書の中に「つくば市への要

望」などを記入できる項目を設けていますので、そちらで把

握する予定です。事業者からいただいた提案については、次

回以降、委員の皆様にも共有できる形で資料をまとめていき

たいと考えています。 

筑波山の景観ですが、田中委員がおっしゃるように、校舎

から見えないために敷地北側の木をなんとかできないかと

いう意見があったと思います。「筑波山を見る景観」を考え

るのと同時に、「文化芸術創造拠点を眺望する景観」という

のも考えていきたいと思います。今後審議いただく内容の中

に、「3.4.1.景観の保全」というのもありますので、どのよ
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うな景観形成を図っていくかも検討していきたいと考えて

います。 

矢島委員 ： 田水山小学校跡地利活用推進協議会について、何名ぐらい

でどのぐらい活動されているのか教えていただけますか。活

発に活動しているのであれば、そういう方たちにも議論に交

じっていただいて、お話をできた方がいいのかなと思いま

す。 

事務局 ： 田水山小跡地利活用推進協議会については、組織自体は少

なくとも２年ほど前からは存続していますが、先日、私ども

がお話したところ、ここ数年、感染症拡大の影響もあって、

なかなか活動ができないというお話はされていました。会員

数は今この場で明言できるような資料が手元にないのでわ

かりませんが、主な構成員としては地元の元区長などと伺っ

ています。 

同協議会からいただいた意見は、資料 No.2-1 に掲載して

おりますが、今後、必要があれば御意見を伺う機会を改めて

設けたいと考えています。 

矢島委員 ： 多分、地元の人たちだと思うので、間違いなく最初のユー

ザーになってくれやすい人たちだと思うんですね。なので、

その人たちに一緒にどういう空間を作るのかという話し合

いに参加してもらうのは、すごく重要なことだろうなと思っ

ていて、僕も地元の小学校が廃校になって、活用についてい

ろいろ行政とやりとりさせていただいたことあるんですけ

ど、地元の小学校に対する思いっていうのは、地元の人たち

にはすごくあると思うので、そういう人たちに積極的に参加

してもらって一緒に作る形になっていく方が、例えばアーテ
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ィストの人たちがそこに入ったときに、地元の人たちとその

場で交流が生まれたり、近所のおじさんが野菜持ってきてく

れたり、地域が受け入れてくれる形がこれをきっかけにでき

る可能性があるので、積極的に内側に入ってもらって一緒に

やっていく形をできるだけ作っていった方がいいだろうな

とは思います。 

事務局 ： 今回お話したのは区長や協議会の方のみでしたが、今後は

住民説明会等も並行して行っていく予定ですので、様々な方

から御意見いただける機会も設けていきたいと考えていま

す。 

神谷委員 ： 確認ですが、体育館は引き続き学校開放のみの利用でしょ

うか。 

事務局 ： 現状、教育施設という区分にはなっていますので学校開放

制度の中で、現在も貸し出しています。今後も基本的には貸

し出しする形で整理していきたいと思いますが、それをどう

いう制度の中で運用していくかは他の学校の活用事例も踏

まえて、検討していきたいと考えています。 

神谷委員 ： 今、学校開放で利用しているのは多分３団体ぐらいでした

か。体育館は大きなスペースでもありますので、利用団体も

継続して使えるようにするのと、先ほど意見のあったコンサ

ートなどの催し物でも利用できるような柔軟な対応を取れ

るように、これから協議できればいいのかなと思います。 

野中会長 ： よろしいでしょうか。一旦ここで区切りとさせていただき

まして、今日いろいろと御意見いただいたものをベースにし

ながら、事務局で取りまとめをお願いします。 
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３ その他 

＜矢口文化芸術課長補佐から第３回審議会の日程調整について＞ 

＜第３回審議会は令和４年（2022 年）10 月 14 日 13 時 30 分からに決定＞ 

 

４ 閉会 

＜矢口文化芸術課長より閉会の宣言＞ 

 



 令和４年度 第２回つくば市文化芸術審議会 次第 
 

日 時  令和４年（2022 年）８月４日（木） 

午後２時 30 分から  

場 所  つくば市役所２階 会議室 203 

 

１ 開会  

 

２ 議事  

審議事項  

(1) 諮問第１号 「つくば市文化芸術推進基本計画（第２期）」の策定について 

(2) 諮問第２号 「文化芸術創造拠点基本計画」の策定について 

 

３ その他  

 

４ 閉会  

 

配布資料  

資料№１－１ 「つくば市文化芸術推進基本計画（第２期）」の策定について 

資料№１－２ 「つくば市文化芸術推進基本計画」進捗状況と評価 

資料№１－３ 「つくば市文化芸術推進基本計画」進捗状況と評価 説明用資料 

資料№１－４ 文化芸術推進基本計画（第２期）の策定に向けて【諮問の概要】 

資料№１－５ 平成 30 年度文化芸術に関する市民意識調査質問項目  

資料№２－１ 「文化芸術創造拠点基本計画」の策定について 

資料№２－２ 「文化芸術創造拠点基本計画」案 

資料№２－３ 「文化芸術創造拠点基本計画」案 説明用資料 
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諮問第１号「つくば市文化芸術推進基本計画（第２期）」の策定について 

 

１ 現計画の進捗状況と評価について 

 基本施策の内容に基づき、各事業の担当課に事業の進捗状況を確認し、事務局で

施策ごとに評価をとりまとめた。詳細は資料№１－２を参照。 

「事業の進捗状況評価」については、計画策定時の各事業の状況から比較した現

段階の進捗度などを考慮し、表 1のとおり各施策で総合的な進捗状況を判断した。 

「コロナの影響」については、次の表 2の基準により、各担当部署の判断を考慮

して、各施策で総合的な影響度を判断した。 

 

表 1 つくば市文化芸術推進基本計画 進捗状況の評価 

Ａ 成果が上がっている 

Ｂ 一定の成果は上がっている 

Ｃ 成果は上がっていない 

 

表 2 つくば市文化芸術推進基本計画 新型コロナウイルスの影響 

３ 影響が大きく実施できないことが多かった 

２ 影響はあったが実施方法を検討し、実施できた 

１ 影響は無く、実施できた 

 

２ 国の動向 

「文化芸術推進基本計画第２期（令和５年度から令和９年度）」の策定に向け、

資料№１－４のとおり、諮問の概要が公開された。 
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３ 市民意識調査 

(1) 平成30年度市民意識調査 

平成30年度の市民意識調査は資料№１－５のとおり実施された。 

(2) 計画の指標 

 本市が目指す「アートで編む」の実現に向けて、自己評価をするとともに、次

に掲げる評価指標を計画における数値目標として表 3、表 4のとおり定めた。 

令和４年に実施する市民意識調査では、次の項目の評価を行うとともに次期計

画へ市民意見を反映する。 

表 3 「つくば市民意識調査」による評価 

成果指標 現状 結果（目標） 

基本施策に係る満足度 （2018年度） 

43.1％ 

（2021年度） 

38.8％（44.9％） 

表 4 「文化芸術に関する市民意識調査」による評価 

成果指標 現状 目標 

基本施策に係る満足度 （2018 年度） （2022 年度） 

文化芸術に接する機会の拡充 26.1％ 28.1％ 

すべての人にとって文化芸術が身近にある環境づくり  23.0％ 25.0％ 

文化芸術に資する人材の育成と活用 12.0％ 14.0％ 

地域に根付いた伝統の継承・発展 17.0％ 19.0％ 

多文化共生による文化芸術の発展 24.1％ 26.1％ 

科学技術と融合した文化芸術の振興 21.0％ 23.0％ 

文化芸術によるイノベーションの創出 12.8％ 14.8％ 

自然との共生による文化芸術の振興 19.7％ 21.7％ 

プラットフォームの形成 11.0％ 13.0％ 

文化施設の整備と活用 29.4％ 31.4％ 

文化芸術情報の収集と提供 18.2％ 20.2％ 
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４ 参考：今後の審議スケジュール 

表 5 「つくば市文化芸術推進基本計画（第２期）」策定スケジュール 

  日程 審議事項 

令
和
４
年
度 

第２回 ８月４日 ・現計画の進捗状況と評価 

第３回 10月上旬 ・調査項目の検討 

第４回 11月下旬  

第５回 ３月中旬 ・集計結果の報告 

令
和
５
年
度 

第１回 ５月上旬 
・計画の目的 

・文化芸術推進の現状と課題 

第２回 ７月上旬 
・基本理念・基本的方向 

・文化芸術推進の基本施策 

第３回 ９月上旬 ・実現に向けた推進体制 

第４回 ３月中旬 ・最終報告 

 



＜評価＞ ＜コロナの影響＞

A:成果が上がっている 3:影響が大きく実施できないことが多かった

B:一定の成果は上がっている 2:影響はあったが実施方法を検討し、実施できた

C:成果は上がっていない C:影響は無く、実施できた

基本理念 基本的方向 基本施策・成果指標 主要施策 主な事業 成　果 課　題 評 価
コロナ
の影響

つくば市文化芸術推進基本計画　進捗状況と評価

 
 
 
 
 
 
 
ア
 
ー
 
ト
 
で
 

編
 

む

①
文化芸術を創造
するまち「つくば」

文化芸術に接する機
会の拡充

・鑑賞機会の充実
・鑑賞者向けワークショップの充実
・市民参加型事業の充実と多様化
・市民主体の文化芸術活動の推進

・芸術文化公演事業
・文化芸術関連ワークショップ
・市民文化祭
・つくば国際音楽祭
・つくばで第九
・つくばショートムービーコンペティション
・メディアアート・フェスティバル　等の開催

文化芸術に資する人
材の育成と活用

・つくば在住の芸術家への支援と指導者の育成
・各種文化芸術を担う人材育成事業の推進
・（仮称）つくば文化芸術賞の設置
・文化芸術振興功労賞等の創設
・文化芸術活動ボランティアの育成

・アーティスト支援事業
（アートリサーチ・ラボ　等の実施）
・サポーター会員
・公演ボランティア　等の育成

・SNSを通じたオンライン配信
・代替事業の実施

・感染症対策を講じての事業の実施
・実施可能な事業の検討

B 3

すべての人にとって文
化芸術が身近にある
環境づくり

・児童、生徒等の文化芸術体験活動の推進
・児童、生徒等の文化芸術鑑賞活動の推進
・世代に合わせた付加サービスの充実
・文化芸術による障害者等の生活の質の向上

・財団によるアウトリーチ事業
・夏休みアート・デイキャンプ
・アート探検隊
・芸術鑑賞会
・豊かな心育成事業
・劇団四季による無料招待公演
・学生割引公演
・ひとり親家庭の招待講演
・チャレンジアートフェスティバル　等の開催

・多様な芸術活動の実施
　→　児童生徒の豊かな情操育成
・児童生徒の交流
・障害者（児）の意欲向上と社会参加の促進
・障害者理解の推進
・代替事業の実施

・感染予防対策を講じた舞台発表、表現や鑑賞
の手法の検討

B 3

・文化芸術に関わる市民の増加
（サポーター会員、公演ボランティア　等）
・市内アーティスト育成支援事業

・賞の創設には至らず
　→　有効性や必要性の検討

B 3

②
多様な文化と伝
統が調和するまち
「つくば」

地域に根付いた伝統
の継承・発展

・文化財等の保存と有効活用
・郷土の伝統文化、芸能の保護・継承
・文化資源活用事業の充実

・各種文化財・埋蔵文化財の調査・保存
・小田城跡保存
・金田官衙遺跡
・文化財維持管理
・巡回企画展・文化財イベントの開催
・学校での伝統文化教育
・文化財サポーターの育成
・民有文化財の補助
・さくら民家園の活用
・まつりつくばの開催　等

・文化財の保存
・調査結果が市の歴史資料となり、 展示、講座、
イベントの実施
  →市民が歴史に触れる機会の提供
・市指定無形民俗文化財の活動へ補助金交付
・さくら民家園の一般開放
　→伝統的な農家住宅を知る機会、憩いの場の
提供
・代替イベントの開催
　→経済活動の推進、市内物産品の㏚

・開発増に伴う埋蔵文化財調査件数の増加対策
・平沢官衙遺跡再整備事業の推進
・つくば駅周辺のマンション建設による「まつりつ
くば」の開催方針
・コロナ禍での文化財公開機会の提供と支援

B 3

多文化共生による文
化芸術の振興

・在住外国人や姉妹都市を通しての異文化理解
と多文化共生社会の促進
・多言語による情報提供
・国際都市にふさわしい魅力ある文化芸術事業
の確立
・つくばの多様な魅力の世界への発信
・アーティスト・イン・レジデンスの促進

・国際理解講座、世界お茶のみ話、国際交流
フェア　等の開催
・多言語による外国語広報誌発行
・姉妹都市・友好都市等との連携（グルノーブル
屋外映画祭への出品、音楽家派遣、来市に対し
ての日本文化体験、工芸品の出展　等）
・文化芸術アーカイブ　アートチャンネルや
Instagramの運用

・オンラインによる事業実施
・手法を工夫した異文化理解への事業実施
・外国語広報誌の発行部数増加
・姉妹都市・友好都市等との連携
・文化芸術アーカイヴ等からの発信

・状況に応じた適切な手法での事業実施
・外国語広報紙の周知強化
・海外でのＰＲ機会の増減があり得ること
・アーカイヴの視聴者数を伸ばすための広報活
動強化

B 2

1
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基本理念 基本的方向 基本施策：成果指標 主要施策 主な事業 成　果 課　題 評 価
コロナ
の影響

 
 
 
 
 
 
 
ア
 
ー
 
ト
 
で
 

編
 

む

③
新しい文化を創出
するまち「つくば」

科学と融合した文化芸
術の振興

・新たな文化芸術の推進
・新たな文化芸術関連ワークショップの充実
・つくば発の、新たな文化芸術を創造する芸術家
への支援強化

・サイエンス・ハッカソンでのコーディネート
・メディアアート・フェスティバルの開催
・ショートムービー・コンペティションの開催

・サイエンス・ハッカソンによる作品展示
　→G20大臣会合の機運醸成に貢献
　　つくばの魅力の新たな発信方法の確立
・事業継続による認知度の向上
　→来場者の増加

・文化芸術創造拠点の形成（旧田水山小学校）
・筑波大と財団との連携事業（アート・デイキャン
プ、小学校でアウトリーチの実施）
・文化芸術活動支援
・ノバホール・つくばカピオのアーカイブ運用
・つくばアートチャンネルアーカイブの運用

・文化芸術創造拠点の形成に向けた計画
・市内の大学との連携事業の実施
・アーカイヴを活用した事業や情報発信

文化芸術情報の収集
と提供

・つくば市内の文化芸術活動情報の収集
・ケーブルテレビ、地域情報誌等の有効活用
・市の広報媒体の有効活用
・ソーシャルネットワークサービスの有効活用
・つくば市内外へ向けた、文化芸術活動に関す
る情報提供

文化施設の整備と活
用

・つくば市の文化施設の整備と活用
・県の文化施設、大学関連施設及び市内の民間
施設等との連携強化
・公共空間の活用によるにぎわい創出

・アーティストの意図の正確な把握
・研究者・研究機関への事業趣旨の理解浸透
・社会情勢の変化に対応した事業の継続方法

B 2

文化芸術によるイノ
ベーションの創出

・民間企業との連携による文化芸術の発展
・クリエイティブ産業による人材育成及び地域の
活性化
・食や生活文化など文化芸術を利用した産業・
観光の推進
・スポーツ文化による地域の活性化

・スタートアップ事業アクセラレーションプログラ
ムの実施
・周遊観光推進事業（旧フットパスの発行）
・つくばコレクションの認定
・「つくば市、（株）つくば電気・通信及びデジタル
ハリウッド（株）によるＩＴ・クリエイティブ産業の活
性化に関する連携協定」に基づくＩＴ・クリエイティ
ブ産業の人材育成、クリエイティブ産業の製品・
サービスの社会実装支援
・スポーツ教室やつくばマラソン等スポーツ大会
の開催

⑤
文化芸術を実践
するまち「つくば」

プラットフォームの形成

・スタートアップの事業の拡大
・クリエイティブ人材と研究者の出会いの場の構
築
・新たなエンターテイメントの体験機会の創出
・つくばコレクション認証による販路拡大
・文化芸術分野を含めたスタートアップ支援
・旧フットパスによる誘客
・コロナ禍でのスポーツ教室開催
・オンラインによるつくばマラソンの開催

・市内における顧客・市場の確保
・コロナ禍でのPR機会の創出
・新たなコンテンツ設定 → 周遊観光事業の推進
・開催規模の検討
・コロナ禍での実施方法の検討

B 2

④
自然が感性を培う
まち「つくば」

自然との共生による文
化芸術の振興

・自然環境との共存を図る事業の充実
・自然と共存する都市景観の創出

・多様な文化芸術活動を相互に結ぶコーディ
ネート機能の形成
・文化芸術創造拠点の形成
・つくば発の文化芸術のアーカイヴの構築
・市、教育委員会（学校含む）、つくば文化振興
財団、市民、文化芸術団体、大学、研究機関、
企業等とのネットワークの構築
・文化芸術活動を行う個人、団体への新たな支
援制度の構築

・文化芸術創造拠点基本計画の策定
・文化芸術創造拠点への市民の理解促進と有
効性のPR
・ソフト面でのプラットフォーム形成の推進

A 2

・つくば市屋外広告物条例に基づく許可
・アートセッションの実施

・自然を生かしたアートセッションの実施
・つくば市屋外広告物条例の適正な運用と周知
・無秩序な広告物の防止
・街並み景観、道路沿道景観、都市景観等の維
持保全。

・自然と共存・共生する文化芸術活動の推進
　→ 市民へのアピール
     　市民意識の向上

A 1

B 2

・感染症対策を講じての事業実施方法の検討
・老朽化した施設や設備の計画的な改修・修繕
・文化会館アルス改修・修繕での茨城県との協
議
・公共空間活用の仕組みの整理

A 3

・広報紙（かわら版含む）の発行
・市公式HP・SNSの運用
・ACCS・常陽リビング・新聞広告等の活用
・つくばアートチャンネルの運用
・情報誌「芸文筑波」の発行

・広報紙、HP、SNSによる文化芸術情報の発信
　→幅広い年齢層への情報発信
・文化芸術に特化した情報発信
　（つくばアートチャンネル）

・市民の声を反映した広報紙、HPの改善
・情報発信の充実
・つくスマアプリを活用した広報活動
・アートチャンネルの認知度向上

・中央図書館の活用
・茨城県近代美術館やつくば美術館との連携
・公園やペデストリアンデッキ・広場の活用（つく
ばペデカフェプロジェクト　等）

・感染症対策を講じてのイベントの実施
・一部の事業を先送りしたが、概ね実施
・公共空間での地域団体等との連携イベント実
施
　→街のにぎわいを創出
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つくば市文化芸術推進基本計画
進捗状況と評価

つくば市 市民部
文化芸術課

ア
ー
ト
で
編
む

基本的方向

基本施策

①文化芸術を創造するまち「つくば」

②多様な文化と伝統が調和するまち「つくば」

③新しい文化を創出するまち「つくば」

④自然が感性を培うまち「つくば」

⑤文化芸術を実践するまち「つくば」

１ 文化芸術に接する機会の拡充

２ すべての人にとって文化芸術が身近にある
環境づくり

３ 文化芸術に資する人材の育成と活用

４ 地域に根付いた伝統の継承・発展

５ 多文化共生による文化芸術の振興

６ 科学と融合した文化芸術の振興

７ 文化芸術によるイノベーションの創出

８ 自然との共生による文化芸術の振興

９ プラットフォームの形成

10 文化施設の整備と活用

11 文化芸術情報の収集と提供

成果指標１文化芸術推進の基本施策

1
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１ 文化芸術に接する機会の拡充

２ すべての人にとって文化芸術が身近にある環境づくり

３ 文化芸術に資する人材の育成と活用

・芸術文化公演事業 ・つくばで第九
・文化芸術関連ワークショップ ・ショートムービーコンペディション
・市民文化祭 ・メディアアート・フェスティバル
・つくば国際音楽祭

・アウトリーチ事業 ・劇団四季による無料招待公演
・夏休みアート・デイキャンプ ・学生割引
・アート探検隊 ・ひとり親家庭の招待公演
・芸術鑑賞会 ・チャレンジアートフェスティバル
・豊かな心事業

・アーティスト支援事業（アートリサーチ・ラボ）
・サポーター会員
・公演ボランティア

２ 主な事業 ①文化芸術を創造するまち「つくば」（基本施策１～３）

４ 地域に根付いた伝統の継承・発展

５ 多文化共生による文化芸術の振興

・各種文化財・埋蔵文化財の調査・保存 ・学校での伝統文化教育
・小田城跡保存 ・文化財サポーターの育成
・金田官衙遺跡保存 ・民有文化財の補助
・文化財維持管理 ・さくら民家園の活用
・巡回企画展の実施 ・まつりつくばの開催
・文化財イベントの開催

・国際理解講座の開催
・世界お茶飲み話の開催
・国際交流フェアの開催
・多言語による外国語広報誌の発行
・姉妹都市・友好都市等との連携
（グルノーブル屋外映画祭への出品、音楽家派遣、日本文化体験、工芸品の出展等)
・文化芸術アーカイヴ「つくばアートチャンネル」やInstagramの運用

２ 主な事業 ②多様な文化と伝統が調和するまち「つくば」（基本施策４～５）
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６ 科学と融合した文化芸術の振興

７ 文化芸術によるイノベーションの創出

・サイエンス・ハッカソンでのマッチング
・メディアフェスティバルの開催
・ショートムービーコンペティションの開催

・スタートアップ事業アクセラレーションプログラムの実施
・周遊観光推進事業（旧フットパスの発行）
・つくばコレクションの認定
・「つくば市、（株）つくば電気通信及びデジタルハリウッド（株）によるIT・クリエイティブ産業の
活性化に関する連携協定」に基づくIT・クリエイティブ産業の人材育成
・スポーツ教室やつくばマラソン等スポーツ大会の開催

２ 主な事業 ③新しい文化を創出するまち「つくば」（基本施策６～７）

２ 主な事業 ④自然が感性を培うまち「つくば」（基本施策８）
８ 自然との共生による文化芸術の振興

・つくば市屋外広告物条例に基づく許可
・アートセッションの実施

９ プラットフォームの形成

10 文化施設の整備と活用

11 文化芸術情報の収集と提供

・文化芸術創造拠点の形成（旧田水山小学校）
・筑波大学と財団との連携事業（アート・デイキャンプ、小学校でのアウトリーチの実施）
・文化芸術活動支援
・ノバホール、つくばカピオのアーカイヴ運用
・「つくばアートチャンネル」の運用

・中央図書館の活用
・茨城県近代美術館、つくば美術館との連携
・公園、ペデストリアンデッキ、広場の活用（つくばぺデカフェプロジェクト等）

・広報誌の発行 ・「つくばアートチャンネル」の運用
・つくば市かわら版チャンネルの発信 ・情報誌「芸文つくば」の発行
・市公式HP・SNSの運用
・ACCS、常陽リビング、新聞広告等の活用

２ 主な事業 ⑤文化芸術を実践するまち「つくば」（基本施策９～10）
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３ 事業の進捗状況評価について

進捗状況評価（評価）
A：成果が上がっている

B：一定の成果は上がっている

C：成果は上がっていない

計画策定時の状況から比較した現段階の進捗による評価

新型コロナウィルスの影響 事業実施にあたり、どの程度影響があったのかを判断

３：影響が大きく実施できないことが多かった

２：影響はあったが実施方法を検討し、実施できた

１：影響は無く、実施できた

１ 文化芸術に接する機会の拡充

２ すべての人にとって文化芸術が身近にある環境づくり

３ 文化芸術に資する人材の育成と活用

・SNSを通したオンライン配信
・代替事業の実施

・感染症対策を講じての事業の実施
・実施可能な事業の検討

・多様な芸術活動の実施→児童生徒の豊かな情操
・児童生徒の交流
・障害者（児）の意欲の向上と社会参加の促進
・障害者理解の促進
・代替事業の実施

・感染予防対策を講じた舞台発表、表現や鑑賞の
手法の検討

・文化芸術に関わる市民の増加
（サポーター会員、公演ボランティア）
・市内アーティスト育成支援事業

・賞の創設には至らず→有効性や必要性の検討

評価：B コロナの影響：３

評価：B コロナの影響：３

評価：B コロナの影響：３

４ 成果と課題 ①文化芸術を創造するまち「つくば」（基本施策１～３）

成 果 課 題
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・文化財の保存
・調査結果が市の歴史資料となり展示、講座、
イベントを実施→市民が歴史に触れる機会の提供
・さくら民家園の一般開放

→伝統的な農家住宅を知る機会、憩いの場
・代替イベントの実施

→経済活動の推進、物産品のPR

・開発増に伴う埋蔵文化財調査件数の増加対策
・平沢官衙遺跡再整備事業
・つくば駅周辺のマンション建設による「まつり
つくば」の開催方針
・コロナ渦での公開機会の提供と支援

・オンラインによる事業実施
・手法を工夫した異文化理解への事業実施
・外国語広報誌の発行部数増加
・姉妹都市・友好都市との連携
・文化芸術アーカイヴ等からの発信

・状況に応じた適切な手法での事業実施
・外国語広報誌の周知強化
・PR機会の増減
・視聴者数を伸ばすための広報活動の強化

評価：B コロナの影響：３

評価：B コロナの影響：２

４ 地域に根付いた伝統の継承・発展

５ 多文化共生による文化芸術の振興

４ 成果と課題 ②多様な文化と伝統が調和するまち「つくば」（基本施策４～５）

成 果 課 題

・サイエンス・ハッカソンによる作品展示
→ G20大臣会合の機運醸成に貢献

新たな発信方法の確立
・事業継続による認知度の向上

→ 来場者の増加

・アーティストの意図の正確な把握
・研究者・研究機関への事業趣旨の理解浸透
・社会情勢の変化に対応した事業の継続方法

・スタートアップ事業の拡大
・人材と研究者の出会いの場の構築
・新たなエンターテイメントの体験機会の創出
・つくばコレクション認証による販路拡大
・文化芸術分野を含めたスタートアップ支援
・旧フットパスによる誘客
・コロナ渦でのスポーツ教室の開催
・オンラインによるつくばマラソンの開催

・市内における顧客・市場の確保
・コロナ渦でのPR機会の創出
・新たなコンテンツ設定→周遊観光事業の推進
・開催規模の検討
・コロナ渦での実施方法

評価：B コロナの影響：２

評価：B コロナの影響：２

６ 科学と融合した文化芸術の振興

７ 文化芸術によるイノベーションの創出

４ 成果と課題 ③新しい文化を創出するまち「つくば」（基本施策６～７）

成 果 課 題
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・自然を生かしたアートセッションの実施
・つくば市屋外広告物条例の適正な運用と周知
・無秩序な広告物の防止
・街並み景観、道路側道景観、都市景観等の
維持保全

・自然と共存・共生する文化芸術活動の推進
→市民へのアピール

市民意識の向上

評価：A コロナの影響：１
８ 自然との共生による文化芸術の振興

４ 成果と課題 ④自然の感性を培うまち「つくば」（基本施策８）

課 題成 果

４ 成果と課題 ⑤文化芸術を実践するまち「つくば」（基本施策９～11）

・文化芸術創造拠点形成に向けた計画
・市内の大学との連携事業の実施
・アーカイヴを活用した事業や情報発信

・文化芸術創造拠点基本計画の策定
・文化芸術創造拠点への市民の理解促進とPR
・ソフト面でのプラットフォーム形成の推進

・感染症対策を講じてのイベントの実施
・一部の事業を先送りにしたが、概ね実施
・公共空間での地域団体等との連携イベント実施

→街のにぎわいを創出

・感染症対策を講じての事業実施方法の検討
・老朽化した施設や設備の計画的な改修・修繕
・文化会館アルス改修・修繕での茨城県との協議
・公共空間活用の仕組みの整理

・広報誌、HP、SNSによる文化芸術情報の発信
→幅広い年齢層への情報発信

・文化芸術に特化した情報発信
（つくばアートチャンネル）

・市民の声を反映した広報誌、HPの改善
・情報発信の充実
・つくスマアプリを活用した広報活動
・つくばアートチャンネルの認知度向上

評価：A コロナの影響：２

評価：A コロナの影響：３

評価：B コロナの影響：2

９ プラットフォームの形成

10 文化施設の整備と活用

11 文化芸術情報の収集と提供

成 果 課 題
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５ 国の動向

令和４年６月28日 文部科学大臣から文化審議会へ諮問

新時代に求められる文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な
推進方策について

―「文化芸術推進基本計画（第２期）」の策定に向けて―

１ ウィズコロナ・ポストコロナを見据えた中長期的な文化芸術の振興方策

２ 文化と経済の好循環を創造するための方策

３ 文化芸術行政の効果的な推進の在り方

中心審議内容
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平成 30 年度実施「文化芸術市民意識調査」調査項目資料 

                  
問１ あなたは、自宅のテレビやパソコン等での鑑賞を除き、過去１年間に、次のような文化芸術の

鑑賞や、創作・制作・出演等の体験活動をなさいましたか。（○はいくつでも） 

 

鑑
賞 

体
験
活
動 

１．美術館等での「美術」（絵画、工芸、書道、写真など）   

２．ホール等での「演劇」   

３．ホール等での「舞踊」（バレエ、ダンスなど）   

４．ホール等での「芸能」（民俗芸能、歌舞伎、落語など）   

５．ホール等での「音楽」   

６．地域交流センター等での「生活文化」（茶道、いけばな、盆栽など）   

７．映画館等での「映画（アニメ以外）」   

８．映画館等での「アニメ作品」   

９．その他 

（鑑賞[具体的に]：                          ） 

（体験活動[具体的に]：                          ） 

  

10．どれも行っていない →3ページの問4へ進む   
 

 

過去１年間に、いずれかの文化芸術の鑑賞や、創作・制作・出演等の体験活動をなさった方（問１で

１～９のいずれかを選んだ方）にお伺いします。 

問２ あなたは、文化芸術の鑑賞や、創作・制作・出演等の体験活動をどこでなさいましたか。過去

１年間に訪れた施設をすべて選んでください。（○はいくつでも） 

１．ノバホール（大ホール）   ２．ノバホール（小ホール） 

３．つくばカピオ（アリーナ）   ４．つくばカピオ（ホール） 

５．アルスホール    ６．ふれあいプラザ 

７．地域交流センター    ８．市民ホール 

９．国際会議場エポカルつくば   10．県つくば美術館 

11．市内の映画館     

12．その他市内の文化芸術施設（具体的に：      ） 

13．茨城県内（市内を除く）の文化芸術施設（具体的に：           ） 

14．東京都内の文化芸術施設（具体的に：      ） 

15．その他の文化芸術施設（具体的に：       ） 
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前問に引き続き、過去１年間に、いずれかの文化芸術の鑑賞や、創作・制作・出演等の体験活動をな

さった方（問１で１～９のいずれかを選んだ方）にお伺いします。 

問３ あなたは、過去１年間に、文化芸術の鑑賞や、創作・制作・出演等の体験活動をどの程度なさ

いましたか。（○は１つ） 

 
鑑
賞 

体
験
活
動 

１．ほぼ毎日   

２．週に１～２回くらい   

３．月に１～２回くらい   

４．年に数回   

５．していない   
 

 

過去１年間に、文化芸術の鑑賞や、創作・制作・出演等の体験活動を行わなかった方（問１で 10 を

選んだ方、問３で５を選んだ方）にお伺いします。 

問４ 文化芸術の鑑賞や、創作・制作・出演等の体験活動を行っていない理由をお聞かせください。

（○はいくつでも） 

 
鑑
賞 

体
験
活
動 

１．興味がない   

２．時間がない   

３．魅力のある催しがない   

４．情報がない   

５．会場が近くにない   

６．交通が不便   

７．料金が高い   

８．その他 

（鑑賞[具体的に]：                          ） 

（体験活動[具体的に]：                          ） 

  

 

 

すべての方にお伺いします。 

問５ あなたは、日常生活の中で、優れた文化芸術の鑑賞や、自ら文化芸術の体験活動を行うことに

ついて、どのようにお考えになりますか。（○は１つ） 

１．非常に大切である    ２．ある程度大切である 

３．あまり大切でない    ４．まったく大切でない 

５．わからない 
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すべての方にお伺いします。 

問６ あなたは、つくば市の文化芸術振興の現状について、満足度はどの程度ですか。次のＡ～Mの

別にそれぞれお答えください。（○は１つずつ） 

【現状の満足度について、１～５の中から１つに○】 

非
常
に
満
足 

や
や
満
足 

や
や
不
満 

非
常
に
不
満 

わ
か
ら
な
い 

Ａ 優れた舞台公演や作品展示などが行われている １ ２ ３ ４ ５ 

Ｂ 文化芸術に関する市民活動が盛んに行われている １ ２ ３ ４ ５ 

Ｃ 文化芸術活動が幅広い世代で取り組まれている １ ２ ３ ４ ５ 

Ｄ 文化芸術に関する人材の育成がされている １ ２ ３ ４ ５ 

Ｅ 伝統的な文化芸術の保存・活用がされている １ ２ ３ ４ ５ 

Ｆ 文化芸術を通じた国際交流が取り組まれている １ ２ ３ ４ ５ 

Ｇ ＩＴなど先端技術を活かした文化芸術活動が取り組まれている １ ２ ３ ４ ５ 

Ｈ 文化芸術を活かし、観光や産業が活発な状況にある １ ２ ３ ４ ５ 

Ｉ 自然環境や景観と文化芸術活動が連携している １ ２ ３ ４ ５ 

Ｊ 日々の暮らしの中で、文化芸術の創造がなされている １ ２ ３ ４ ５ 

Ｋ それぞれの文化芸術活動が連携している １ ２ ３ ４ ５ 

Ｌ 文化芸術施設が整っている １ ２ ３ ４ ５ 

Ｍ 文化芸術に関する情報が充実している １ ２ ３ ４ ５ 

 

問７ あなたは、つくば市の文化芸術振興の今後の重要度について、どのように考えますか。次のア

～スの別にそれぞれお答えください。（○は１つずつ） 

【今後の重要度について、１～５の中から１つに○】 

非
常
に
重
要 

や
や
重
要 

あ
ま
り
重
要

で
は
な
い 

ま
っ
た
く
重
要

で
は
な
い 

わ
か
ら
な
い 

ア 優れた舞台公演や作品展示などが行われている １ ２ ３ ４ ５ 

イ 文化芸術に関する市民活動が盛んに行われている １ ２ ３ ４ ５ 

ウ 文化芸術活動が幅広い世代で取り組まれている １ ２ ３ ４ ５ 

エ 文化芸術に関する人材の育成がされている １ ２ ３ ４ ５ 

オ 伝統的な文化芸術の保存・活用がされている １ ２ ３ ４ ５ 

カ 文化芸術を通じた国際交流が取り組まれている １ ２ ３ ４ ５ 

キ ＩＴなど先端技術を活かした文化芸術活動が取り組まれている １ ２ ３ ４ ５ 

ク 文化芸術を活かし、観光や産業が活発な状況にある １ ２ ３ ４ ５ 

ケ 自然環境や景観と文化芸術活動が連携している １ ２ ３ ４ ５ 

コ 日々の暮らしの中で、文化芸術の創造がなされている １ ２ ３ ４ ５ 

サ それぞれの文化芸術活動が連携している １ ２ ３ ４ ５ 

シ 文化芸術施設が整っている １ ２ ３ ４ ５ 

ス 文化芸術に関する情報が充実している １ ２ ３ ４ ５ 
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すべての方にお伺いします。 

問８ あなたは、つくば市の文化芸術施設が担うべき重要な役割について、どのように考えますか。

次のａ～ｋの別にそれぞれお答えください。（○は１つずつ） 

【今後の重要度について、１～５の中から１つに○】 

非
常
に
重
要 

や
や
重
要 

あ
ま
り
重
要

で
は
な
い 

ま
っ
た
く
重
要

で
は
な
い 

わ
か
ら
な
い 

ａ 優れた舞台公演や作品展示などを行う １ ２ ３ ４ ５ 

ｂ 文化芸術に関する市民活動を活性化させる １ ２ ３ ４ ５ 

ｃ 文化芸術活動を幅広い世代が取り組める支援を行う １ ２ ３ ４ ５ 

ｄ 文化芸術に関する人材を育成する １ ２ ３ ４ ５ 

ｅ 伝統的な文化芸術を保存・活用する １ ２ ３ ４ ５ 

ｆ 文化芸術を通じた国際交流に取り組む １ ２ ３ ４ ５ 

ｇ ＩＴなど先端技術を活かした文化芸術活動に取り組む １ ２ ３ ４ ５ 

ｈ 文化芸術を活かし、観光や産業を活性化させる １ ２ ３ ４ ５ 

ｉ 自然環境や景観と文化芸術活動を連携させる １ ２ ３ ４ ５ 

ｊ 日々の暮らしの中での文化芸術の創造を促す １ ２ ３ ４ ５ 

ｋ それぞれの文化芸術活動を連携させる取り組みを行う １ ２ ３ ４ ５ 

 

 

問９ あなたは、つくば市の文化的水準が、総合的にどの程度だと思いますか。（○は１つ） 

１．非常に高い    ２．やや高い 

３．普通     ４．やや低い 

５．非常に低い    ６．わからない 

 

問 10 あなたは、文化芸術に関する情報をどこから得ていますか。（○はいくつでも） 

１．つくば市の広報紙・ホームページ 

２．公益財団法人つくば文化振興財団のホームページ 

３．チケット・イベント・文化芸術情報の公式ウェブサイト 

４．インターネットコミュニティ（フェイスブック、ツイッターなど） 

５．新聞 

６．雑誌 

７．地域情報紙（常陽リビングなど） 

８．テレビ、ラジオ 

９．チラシ、ポスター 

10．友人・知人を通じて 

11．その他（具体的に：        ） 
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すべての方にお伺いします。 

問 11 つくば市では、ノバホールやつくばカピオなどを会場に芸術文化事業を開催しています（下

表の例参照）。あなたは、この市の取組みについてご存じでしたか。（○は１つ） 

１．知っていて催しを鑑賞・参加したことがある 

２．知っていたが催しは鑑賞・参加したことがない 

３．知らなかったが興味はある 

４．知らなかったし興味もない 

５．わからない 
 

つくば市が開催している芸術文化事業の主なもの（平成 29 年度） 

 事業名 内容 会場 

舞 

台 

芸 

術 

森麻季・仲道郁代リサイタル 日本を代表するソプラノ歌手とピアニストの共演 ノバホール 
音楽のおくりもの ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ・ﾃﾞｨｳﾞｪﾙﾀｰｽﾞによるファミリーコンサート ノバホール 
子どものためのシェイクスピア「リア王」 「子どものためのシェイクスピア」シリーズ 13 作目 つくばカピオホール 
神津善行のつくば音楽講座 テーマに沿った神津氏のお話とゲストを迎えたコンサート ノバホール 
小倉良のAll that Music！ つくば市出身のアーティストによるトーク＆ライブ つくばカピオホール 
NHK交響楽団 つくば公演 指揮：リオ・クオクマン 独奏：小曽根 真（ピアノ） ノバホール 
科学と音楽の響宴 科学の講演とクラシック音楽を組み合わせた、つくば

の特性を活かした公演 
ノバホール 

ロン・カーター80ｔｈバースデー：クインテット 世界的ジャズ・ベース奏者の新ユニットでのライブ ノバホール 
第１２回つくばで第九 市民合唱団、プロオーケストラ・ソリストとの共演 ノバホール 
ウインナー・ワルツ・オーケストラ きらびやかなウィーン舞踏会の世界 ノバホール 
DRUM TAO「ドラムロック 疾風」 DRUM TAOによる太鼓パフォーマンス ノバホール 
はじめての音楽会 筑波大学管弦楽団による、楽器体験とコンサート ノバホール 
つくばカピオワンコインコンサート 高見信行（トランペット）＆中川賢一（ピアノ）デュオコンサート ノバホール 
キエフ・クラシック・バレエ 本場キエフから一流のダンサーが登場 ノバホール 
人形劇団むすび座公演 親子で平和を考える人形劇 つくばカピオホール 
立川志らく独演会 落語家立川志らくによる独演会 ノバホール 
ザ・ニュース・ペーパー公演 ニュースをネタにしたコント・替え歌等のステージ ノバホール 

美
術 

夏休みアート・デイキャンプ 2017 教員・学生指導のもと大学構内で絵を描く子供向けの企画 筑波大学構内 
アートセッションつくば ６回目を迎える屋外美術展 平沢官衙遺跡等 

そ
の
他 

平成 29 年度つくば市民文化祭 市内で活動する文化・芸術サークルの作品展示・ステージ発表 市内各地区 
第 5 回つくばショートムービー 
コンペティション つくッぺ 

全国から短編映像作品を公募して開催するコンテス

ト 
筑波学院大学 
大ホール 

  

問 12 あなたが、今後つくば市の文化芸術施設に期待することは何ですか。（○をいくつでも） 

１．全ての市民が優れた文化芸術公演を鑑賞する機会を提供すること 

２．壊れた施設・備品などを修理交換し、使いやすくすること 

３．施設利用の予約の方法が誰にとっても公平であること 

４. 現在ある施設のバリアフリー化が進むこと 

５. 施設スタッフのサービスが向上すること 

６. プロのアーティストを一定期間地域に滞在させ、市民と触れあう機会を提供すること 

  ７. 市民の文化芸術活動を支援するプログラムがあること 

８．周辺地区にある施設について、設備・運営の充実を図り利活用を促進すること 

９. わからない・特になし 

10．その他（具体的に：        ） 
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すべての方にお伺いします。 

問 13 あなたは、子どもの文化芸術体験について、何が重要だと思いますか。（○はいくつでも） 

 １．学校における公演などの鑑賞体験を充実させる  

２．学校における文化芸術の創作・創造の体験を充実させる  

３．音楽、舞踊、華道、茶道、書道などの習い事の機会を充実させる  

４．文化芸術施設における、子ども向けの鑑賞機会や学習機会を充実させる  

５．音楽祭や演劇祭など、地域で文化的行事を開催し、文化芸術に親しむきっかけを提供する  

６．地域の祭りなど、地域に密着した伝統的な文化体験の機会をより多く提供する  

７．歴史的な建物や遺跡などについて学習する機会を充実させる 

８．その他（具体的に：                               ） 

９．わからない 

 

問 14 あなたが、子どもの文化芸術体験の効果について期待する効果は何ですか。（○はいくつでも） 

１．美しさなどへの感性が育まれる 

２．コミュニケーション能力が高まる  

３．他者の気持ちを理解したり思いやったりするようになる  

４．学校生活における自信が向上する  

５．困難に直面したときの解決力が向上する  

６．日本の文化を知り、国や地域に対する愛着を持つようになる 

７．他国の人々や文化への関心が高まる 

８．文化芸術活動を将来続けていくきっかけとなる 

９．その他（具体的に：                               ） 

10．わからない 

 

問 15 あなたの性別について教えてください。（○は１つ） 

１．男  ２．女 

 

問 16 あなたの年齢について教えてください。（○は１つ） 

１．10歳代  ２．20歳代  ３．30歳代  ４．40歳代  ５．50歳代  ６．60歳代 

７．70歳代  ８．80歳代以上 

 

問 17 あなたの職業について教えてください。（○は１つ） 

１．会社員・公務員    ２．自営業 

３．農林業            ４．パート・アルバイトなど 

５．専業主婦（主夫）    ６．学生 

７．無職        ８．その他（具体的に：   ） 

 



 資料№１－５  

7 
 

すべての方にお伺いします。 

問 18 あなたのつくばでの、居住年数を教えてください。（○は１つ） 

１．１年未満     ２．１年以上５年未満 

３．５年以上10年未満    ４．10年以上15年未満 

５．15年以上20年未満    ６．20年以上 

 

問 19 あなたのつくばでの、居住地域について教えてください。（○は１つ） 

１．大穂地区（「７．研究学園地区」を除く） 

２．豊里地区 

３．谷田部地区（「７．研究学園地区」、「８．ＴＸ沿線地区」を除く） 

４．桜地区（「７．研究学園地区」、「８．ＴＸ沿線地区」を除く） 

５．筑波地区 

６．茎崎地区（「７．研究学園地区」を除く） 

７．研究学園地区（花畑・大穂・春日・天王台・天久保・吾妻・東新井・竹園・千現・並木・東・

梅園・稲荷前・二の宮・松代・小野川・観音台・高野台・牧園・若葉） 

８．ＴＸ沿線地区（研究学園・学園南・香取台・諏訪・陣場・みどりの・みどりの中央・みどりの

南・高山・万博公園西・春風台） 

※ 居住地域が上記のいずれかわからない場合（具体的な町丁目名：   ） 

 

 

 

つくば市の文化芸術振興に対するご意見・ご要望等がありましたら、ご自由にご記入ください。 

 

 

ご協力ありがとうございました。 
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諮問第２号「文化芸術創造拠点基本計画」の策定について 

 

１ 基本計画案について 

 令和４年第１回つくば市文化芸術審議会の資料に基づき、資料№２－２のとおり

基本計画案を取りまとめている。なお、第１回審議会の際に提示した各回の審議内

容と、今後作成する基本計画案の目次との対応は表 1のとおりである。 

 

表 1 令和４年度つくば市文化芸術審議会 各回審議内容 

 日程 審議内容 目次との対応 

第２回 ８月４日 

・計画の目的 

1  計画の目的 

1.1 計画の背景と目的 

1.2 計画の位置づけ 

・現状と将来動向 

・敷地・建築物の分析 

2  現況と課題 

2.1 敷地・建築物の分析 

2.2 つくば市における文化芸術振興の状況 

2.3 課題の把握と課題への対応 

・基本方針 等 

3  基本計画 

3.1 基本方針 

3.2 導入機能 

第３回 10月上旬 ・整備計画 等 

3.3 計画条件 

3.4 環境の保全と創出 

3.5 インフラ整備の基本方針 

3.6 整備計画 

3.7 基本計画図 

第４回 11月下旬 ・管理運営方法 等 

3.8 概算事業費の算出 

3.9 管理運営方法の検討 

3.10 概算維持管理費の算出 

3.11 整備スケジュール 

第５回 ３月中旬 ・最終報告  

 

２ 区長説明等について 

(1)  概要 

７月６日に旧田水山小学校周辺の区長（上田中、下田中、水守、山木）に
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説明を行った。また、７月15日には、地域住民の有志で構成される田水山小

学校跡地利活用推進協議会にも説明を行った。 

(2)  主な意見 

・建物全体をきれいにして、使える状態にしてほしい 

・体育館の床や雨漏り箇所を修繕してほしい 

・地域の人が使える場所として整備してもらえるとよい 

・文化芸術事業も併せて行うことで、外部から人が来るのもよい 

 

３  サウンディング型市場調査の経過について 

(1)  概要 

文化芸術施設としての活用及び整備について、文化芸術に携わる企業、各種団

体、大学などのノウハウをいかしたアイディアを公募し、施設の基本計画策定等

の参考とするため、サウンディング型市場調査を実施している。 

今回の調査では、既存の校舎、学校設備等を活用した、文化芸術施設としての

施設運営方策・利活用方策としての整備事例、事業事例、及び活用需要を募集し

た。 

 

表 2 サウンディング型市場調査のスケジュール 

実施方針の公表 令和４年７月８日（金） 

見学・相談会の申込 令和４年７月11日（月） ～ 令和４年７月29日（金） 

現地見学・相談会 令和４年７月11日（月） ～ 令和４年８月10日（水） 

サウンディングの申込 令和４年７月11日（月） ～ 令和４年８月10日（水） 

資料(提案書含む)提出 令和４年７月11日（月） ～ 令和４年８月22日（月） 

サウンディングの実施 令和４年８月29日（月） ～ 令和４年９月２日（金） 

結果の公表 令和４年９月以降 
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(2)  現状 

８月４日時点での募集状況等は次のとおり。 

 

表 3 サウンディング型市場調査に関する問合せ等の状況 

事業に関する問合せ ４ 件 

参加希望者 ２ 者 
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 1.3

1. 計画の目的 

1.1. 計画の背景と目的 

平成 29 年６月に国の文化芸術基本法が改正され、平成 30 年３月には文化庁により文

化芸術推進基本計画が閣議決定し、地方公共団体でも計画を策定していく努力目標が定

められた。それを受け、つくば市では、つくば市文化芸術推進基本計画を平成 31 年 3 月

に策定し、同計画において、基本的方向 5「文化芸術を実践するまち つくば」の基本

施策 9「プラットフォームの形成」における主要施策として「文化芸術創造拠点の形成」

が掲げられた。 
そこで、文化芸術創造拠点の目指すべき方向性の具体化を図ることを目的とし、令和

3 年 9 月に市長から「文化芸術創造拠点の形成」についての諮問をし、つくば市文化芸

術審議会が開催された。文化芸術審議会においては、文化芸術創造拠点の計画地やその

必要性をはじめとし、上位施策であるプラットフォーム形成についても、慎重に調査し

審議を行った。 
その審議の結論として、「文化芸術創造拠点の計画地は、旧田水山小学校とする」こと、

「文化芸術創造拠点の整備に向け、文化芸術創造拠点基本計画の策定に着手する」こと

の 2 点が令和 4 年 3 月に市長に答申された。 
本計画は、以上の経緯をもって、「文化芸術創造拠点」について具体化すべく、策定す

るものである。 
1.2. 計画の位置づけ 

本計画は、「つくば市文化芸術推進基本計画」に即して定め、本市の既存関連計画及び

国や茨城県等の法や計画との整合性に配慮する。 

 
図 1-1 「文化芸術創造拠点基本計画」の位置づけ 
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1.2.1. 国の動向 

（1） 文化芸術基本法・文化芸術推進基本計画 

表 1-1 文化芸術推進計画の概要 

計画 文化芸術推進基本計画 
策定年月 平成 30 年（2018 年） 
目標年次 令和４年（2022 年） 

目的・趣旨 平成 29 年（2017 年）6 月に改正された「文化芸術基本法」で

は、文化芸術の振興にとどまらず、観光、まちづくり、国際交流、

福祉、教育、産業その他の各関連分野における施策を法律の範囲に

取り込み、文化芸術により生み出される様々な価値を文化芸術の創

造、発展、継承及び教育に活用することが明記されている。 
また同法制定を受けて平成 30 年（2018 年）3 月に閣議決定され

た「文化芸術推進基本計画（第１期）」では、4 つの目標と 6 つの戦

略が掲げられた。 

 
〇４つの目標 

① 文化芸術の創造・発展・継承と教育 

② 創造的で活力ある社会 

③ 心豊かで多様性のある社会 

④ 地域の文化芸術を推進するプラットフォーム 

〇６つの戦略 

① 文化芸術の創造・発展・継承と豊かな文化芸術教育の充実 

② 文化芸術に対する効果的な投資とイノベーションの実現 

③ 国際文化交流・協力の推進と文化芸術を通じた相互理解・国家ブランディングへの

貢献 

④ 多様な価値観の形成と包摂的環境の推進による社会的価値の醸成 

⑤ 多様で高い能力を有する専門的人材の確保・育成 

⑥ 地域の連携・協働を推進するプラットフォームの形成 
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（2） 障害者文化芸術推進基本計画 

 平成 30 年（2018 年）に「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」が成立した。

同法第７条において、「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画」の策定が

明記されており、その趣旨に則り「障害者文化芸術推進基本計画」が策定された。基本的

な方針と具体的な施策の方向性として、それぞれ次の内容が示されている。 
 
〇基本的な方針 

① 障害者による文化芸術活動の幅広い促進 

② 障害者による芸術上価値が高い作品等の創造に対する支援の強化 

③ 地域における、障害者の作品等の発表、交流の促進による、心豊かに暮らすこと

のできる住みよい地域社会の実現 

 

〇施策の方向性 

① 鑑賞の機会の拡大 

1. 利用しやすい環境整備の推進 

2. 文化発信・交流の拠点としての文化施設の活動・内容の充実 

3. 文化施設の大規模改修に関する障害者への配慮 

4. 鑑賞に対する支援体制の整備 

5. 地域における鑑賞機会の創出 

6. 顕彰の実施 

7. イベント等における先導的取り組みの実施 

8. 義務教育における取組 

9. あらゆる地域で文化芸術活動に触れる機会の創出 

10. 国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭の一体的な実施 

11. 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした文化プログ

ラムの推進 

12. 文化財での対応 

② 創造の機会の拡大 

1. 創造活動及び発表機会の拡大に向けた支援の充実 

2. 創造の機会の拡大 

3. 障害者による文化芸術活動についての調査の実施 

4. 特別支援学校等においての取組 

5. 余裕教室、廃校施設、社会教育施設等の活用 

6. あらゆる地域で文化芸術活動に触れる機会の確保 

7. 多様な創造活動の促進 

8. 環境整備の促進 

9. 国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭の一体的な実施 
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1.2.2. 茨城県の動向 

県では、平成 16 年（2004 年）３月に「いばらき文化振興ビジョン」を策定し、「県土

のすべてを文化のステージとしてとらえ、文化を核とした元気ないばらきを創造する」

ことを基本目標とした。 
 また、平成 28 年度（2016 年度）とより展開される茨城県総合計画「いばらき未来

共創プラン（平成 28 年度（2017 年度）～平成 32 年度（2021 年度））」を補完する計画

として茨城文化振興計画を策定した。 
令和 4 年度（2022 年度）から令和７年度（2025 年度）を計画期間として第 2 次茨城

文化振興計画とアクションプランを策定しており、基本目標と基本的施策がそれぞれ次

のとおり示されている。 
 

表 1-2 第 2 次茨城県文化振興計画の概要 

計画 第 2 次茨城県文化振興計画・アクションプラン 
策定年月 令和４年（2022 年） 
目標年次 令和７年（2025 年） 
基本目標 ～県民一人ひとりが主役～ 

 文化が創る・つなぐ「人と地域が輝く いばらき」 
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出典：第 2 次茨城県文化振興計画・アクションプラン 

図 1-2 文化振興計画の施策体系図 

  



 資料№２－２  

 1.8

1.2.3. つくば市の動向 

（1） つくば市未来構想・第２期つくば市戦略プラン 

それぞれの計画の概要は次の表 1-3 のとおりである。 
 

表 1-3 つくば市未来構想・戦略プランの概要 

計画 つくば市未来構想 第 2 期つくば市戦略プラン 
策定年月 平成 27 年（2015 年） 令和２年（2020 年） 
目標年次 令和 12 年（2030 年） 令和６年（2024 年） 
目的・趣旨 社会・経済等の情勢変

化に的確に対応し、諸課

題を克服しながら次の世

代に継承・発展させてい

く「持続可能都市」を目

指す  

市政の中でも特に重点的に取

り組む施策に経営資源を配分

し、組織横断的に実行するとと

もに、計画的に進行管理を行う 5
年間の「戦略プラン」を策定

し、効果的・効率的に 2030 年の

未来像の実現に向け取り組む 
 未来の都市像 

つくば市の未来の都市像を示すとともに、将来の集約型の都市構造への移行を考慮し

たハブアンドスポーク型都市構造の構築を掲げ、その実現に向けたまちづくりの理念や

土地利用の構想等を定めている。 

つくば市の将来都市構造 土地利用構想 
豊かな自然や歴史、文化、知財・人材などの地域

資源や筑波研究学園都市の機能を生かし、日常的な

暮らしの充実を図ると共に、社会的課題の解決へ貢

献するという視点を持って、「住んでみたい住み 続
けたい」と誰もが愛着を持てる『スマート・ガーデ

ンシティ』の構築をオールつくばで進めていく。 

市域に３つのゾーンを設定

し、それぞれの特徴を踏まえ

た魅力的な土地利用を促進、

ハブアンドスポーク型都市構

造の実現に向け、ゾーンごと

の拠点性の向上を図る。 

 
出典：つくば市未来構想 

 
出典：つくば市未来構想 
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 めざすまちの姿 
・社会・経済等の情勢変化に的確に対応し、諸課題を克服しながら次の世代に継承・

発展させていく「持続可能都市」を目指す。 
・21 世紀半ばまでを見据えたまちづくりの基本理念として、「つながりを力に未来を

つくる」を掲げる。 
・目指すまちの姿（ビジョン）を、①魅力をみんなで創るまち、②誰もが自分らしく

生きるまち、③未来をつくる人が育つまち、④市民のために科学技術をいかすまち

と定めるとともに、そのマイルストーンとして、各ビジョンの 2030 年までに実現

を目指す未来像を明らかにする。 
 

つくば市が取り組む各分野については、図 1-3 のとおり今後の取組方針や施策の展

開内容を記した個別施策を設定している。なお、文化芸術に関する施策は「Ⅰ-2-③ 文

化芸術の推進及び文化財の保存と活用」に位置付けられる。 
 

 
出典：第 2 期つくば市戦略プラン 

図 1-3 未来構想・戦略プランの合体構成 

■個別施策の目的と方向性                                   
・文化芸術の推進については、様々な自己表現の場や交流の機会を広く提供する  
・海外からのアーティスト招へいや、次世代の芸術家の育成、美術・音楽等をはじめ

とする芸術教育の充実なども視野に入れ、つくばから国内外へ発信していく                                       
□うまくいっている点  
・文化芸術公演事業の開催や市民による芸術文化活動の支援に取り組んでいる。  
□課題・ボトルネック  
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・文化芸術振興に関する支援体制の確立  
・幅広い市民が参加できる文化芸術活動の活性化  
・文化芸術活動を行う団体に関する総合的な情報収集と提供  
・文化芸術創造拠点の再整備や形成などの推進 
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（2） つくば市文化芸術推進基本計画 

国・県の動向を受けて、平成 16 年（2004 年）に「つくば市文化芸術基本条例」を策

定し、平成 30 年度（2018 年度）に「つくば市文化芸術推進基本計画」を策定した。基

本理念、基本的方向などは、次のとおり示されている。 
 
〇基本理念：「アートで編む」 
文化芸術によって、１本１本の素晴らしい糸を連携させていくことで、新しい文化芸

術を創造し、大きな「まち」という布を織る（基本理念：「アートで編む」） 
 
〇基本的方向・基本施策 
つくば市文化芸術推進基本計画では基本理念の実現に向け、表 1-4 に掲げる５つの基

本的方向と、基本的方向に対応する 11 の基本施策を掲げ、個別の施策を推進している。

現行の計画期間は、平成 30 年度（2018 年度）から令和４年度（2022 年度）である。 
 

表 1-4 つくば市文化芸術推進基本計画 基本的方向と基本施策 

基 本 理 念 基本的方向 基本施策 

ア
ー
ト
で
編
む 

① 文化芸術を創造するまち「つくば」 

１ 文化芸術に接する機会の拡充 

２ すべての人にとって文化芸術が身近にある街づくり 

３ 文化芸術に資する人材の育成と活用 

② 多様な文化と伝統が調和するまち「つくば」 
４ 地域に根付いた伝統の継承・発展 

５ 多文化共生による文化芸術の振興 

③ 新しい文化を創出するまち「つくば」 
６ 科学と融合した文化芸術の振興 

７ 文化芸術によるイノベーションの創出 

④ 自然が感性を培うまち「つくば」 ８ 自然との共生による文化芸術の振興 

⑤ 文化芸術を実践するまち「つくば」 

９ プラットフォームの形成 

10 文化施設の整備と活用 

11 文化芸術情報の収集と提供 

出典：つくば市文化芸術推進基本計画 
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（3） つくば市都市計画マスタープラン 

 計画の概要は、次の表 1-5 のとおりである。 

 
表 1-5 つくば市都市計画マスタープラン 2015 概要 

計画 つくば市都市計画マスタープラン 2015 
策定年月 平成 27 年（2015 年） 
目標年次 令和 17 年（2035 年） 
基本理念 人と自然・科学が調和した“スマートガーデンシティ” 

みんなでつむぎ、つないでいくまち～ 

 つくば市の将来都市構造 
土地利用の特性により市全体で４ゾーンに分けるとともに、市街地規模や都市機能に

応じた４種類の拠点、２つの都市軸、２つのネットワークを設定、これらを組み合わせ

ることにより、つくば市型の「多極ネットワーク型コンパクトシティ」の構築を図り、

「つくば市未来構想」で定めている“ハブアンドスポーク型”都市構造を目指す。 
 都市構造における位置づけ 

計画地は田園集落ゾーンに位置し、つくば市の南北都心軸と北部の地域連携ネット

ワークに位置し、農産物の生活基盤としての農地の保全や良好な水と緑の環境保全に努

めるとともに、連続した市街地と骨格となる道路体系を生かし、公共交通等の充実によ

り、帯状に広がる市街地間の連携強化を図る。 
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出典：つくば市都市計画マスタープラン 2015 

図 1-4 未来構想・戦略プランの合体構成 

 コミュニティプランにおける位置づけ 
コミュニティ単位での活性化を図ることを目的に，地域レベルのまちづくり構想とし

てコミュニティプランを設定した。 
各地域の特徴的な資源を活用したまちづくりを推進するとともに，各コミュニティを

結ぶ道路等のインフラ整備を進めることで，8 つのコミュニティが一体化したつくば市

の形成を図る。計画地は、筑波コミュニティに位置する。 

 
出典：つくば市都市計画マスタープラン 2015 

図 1-5 旧田水山小学校のコミュニティプランにおける位置づけ 
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2. 現況と課題 

2.1. 敷地・建築物の分析 

2.1.1. 敷地分析 

（1） 計画位置 

表 2-1 敷地概要 

所在地 つくば市水守 620 番地 

敷地面積 11,777 ㎡ 

都市計画区域区分 市街化調整区域 

用途地域 － 

法定建蔽率 60％ 

法定容積率 200％ 

道路 東側：市道 1－4611 号線 

敷地内：市道 1－4637 号線 

 

出展：つくば地区学校跡地利活用に関する意見交換会 資料 

図 2-1 敷地現況図 
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（2） 人口・世帯 

・ つくば市未来構想及び国の長期ビジョンの仮定値を基に自然増減や社会増減を次

のように仮定する：合計特殊出生率を令和 12 年（2030 年）に 1.8，令和 22 年

（2040 年）に 2.1 を達成。社会移動はつくば市未来構想と同程度を維持 
・ 上記仮定に基づくと令和 42 年（2060 年）までに約 23 万人確保できる見通し 
・ 当面は緩やかに人口増加を続けるものの、令和 18 年（2036 年）に人口約 25.9 万

人をピークとして、減少局面に移行するが、減少はいずれ収束を迎える 

 
出典：つくば市人口ビジョン 

図 2-2 つくば市人口の将来展望 

（3） 地形 

旧田水山小学校は三角州低地に位置し、周辺は台地段丘である。 
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出典：環境アセスメントデータベース 

図 2-3 旧田水山小学校周辺地形図 

 
 

 
 

 
 

 
 
（4） 地盤 

旧田水山小学校のボーリング調査は未実施のため、対象範囲に開発事業等の実施の際

には実施が必要になる。 
 

（5） 植生 

旧田水山小学校周辺の植生は、大部分を「水田雑草群落」が占めている。次いで、「畑

雑草群落」、「緑の多い住宅地」である。その他、「工場地帯」、「クヌギーコナラ群集」「ゴ

ルフ場・芝地」も植生している。 

旧田水山小学校 
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出典：環境アセスメントデータベース 

図 2-4 旧田水山小学校周辺植生図 

  

旧田水山小学校 
























































































	【会議録】つくば市文化芸術審議会 （第1回）2022.5.23
	【会議資料】つくば市文化芸術審議会 （第1回）2022.5.23
	【会議録】つくば市文化芸術審議会 （第2回）2022.8.4

